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ビルマは極 めて権威 主義的な軍事政権によって統治 されてい る。1962年 、ネ ・ウィン将

軍は公選の文民政府 を倒 し、多数民族集団が支配す る圧制的な軍事政府 を樹立 した。軍は

1988年 、民主主義を求めるデモを容赦 なく弾圧 し、タン ・シュウェ元帥が率いる軍事政権

「国家平和 ・発展評議会(SPDC)」 が全権を掌握 した。 それ以来、SPDCは 命令による統

治 を行っている。司法は独立 してお らず、実効的な法治も行われなかった。

政権 は広 く浸透 した治安組織 「最高軍事情報局(㏄MI)」 による厳 しい軍政 を敷いた。

支配は、政府職員 と一般市民の監視、政治活動家への嫌が らせ、脅迫、逮捕 、拘留、身体

的虐待および一般市民の外国人 との接触制 限を通 じて行 われた。SPDCは 、秩序 と国家統一

を維持す るために必要 として、そ の治安措置を正当化 した。治安部隊要員は数多 くの深刻

な人権侵害を犯 した。

ビルマの人 口はおよそ5,000万 人である。同国はきわめて貧 しく、1人 あた り年収は約300

ドル と見られ る。40年 に及ぶ軍政 とミスマネジメン トによ り・、貧困が広が り、保健状態は

悪化 し、教育水準は低下 した。基本的に農 業国であるビルマは、豊富な鉱業、漁業お よび

林業資源 も有する。経済 に対す る国家の幅広い影響力、腐敗の蔓延および劣悪なイ ンフラ

により、経済状況は急速に悪化 している。

政権の人権遵守状況 は極 めて悪 く、深刻 な侵害を多 く犯 しつづ けてい る。国民には政権

を変える権利がない。少数 民族居住地域では、治安部隊が法の手続 きを踏 まない殺害 とレ

イプを犯 し、住民を強制的に移動 させ、強制労働 を用い、子 どもの徴兵を行 った。失踪事

件 は相吹ぎ、治安部隊要員 は受刑者 と拘留者 に対す る拷問、殴打その他 の虐待 を繰 り返 し

た。 国民は不服 申立てのできない独断的な逮捕を受けてい る。政権 に反 対す る政治的意見

の表明により逮捕お よび拘留 された者は多数に上る。SPDCは 政治的活動 を理 由に、年 内に

NLDメ ンバー数人を含む45人 程度 を逮捕 したが、ほと々 どは数 日内に釈放 された。政府は

また、2000年 にNLDと の話合いが始まって以来、政治犯550人 程度を釈放 した。年末時点
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で服役中の政治犯(少 数民族武装集団のメンバー と支援者 を含む)は1,300人 と見 られ る。

服役条件 は相変わ らず過酷で、生命 を脅かすほ どであるが、赤十字国際委員会(ICRC)に

アクセスが認め られ るよ うになってか らは、状況が改善 した刑務所 もある。司法の独 立は

認め られていない。

SPDCは 言論、報道 、集会、結社および移動の 自由を厳 しく制限 しつづけた。年内には、

民主化 を要求する政治活動 の容疑者 と被告が、 日常的な監視 と頻繁 な嫌 がらせ を受けた。

軍事政権は信教の 自由を制限 し、他の宗教よ りも仏教を強制的に促進 し、宗教的少数者に

制約 を加 えた。 同国の少数派イスラム教徒 の抑圧 は続 いたが、イ スラム教徒に対す る暴行

事件 は昨年 に比べ減少 した。軍事政権 は国民のプライバ シーを頻繁 に侵害 した。治安部隊

は国民の移動 と通信 の組織立った監視 を続 け、令状な しに家宅捜索 を行い、正 当な補償 も

法的救済手段 もなく、人々を強制的に移転 させた。SPDCは また、少数民族武装集団から一

般市民の支持基盤 を奪 うため、数多 くの少数民族集団 の移転 を強制 しつづけた。軍事政権

は引き続き、移動の 自由、特に女性 の国民による海外旅行 を制限 した。政府 は5月6日 、

反体制派の指導者 で国民民主連盟(NLD)の 書記長ア ウン ・サン ・スー ・チーの 自宅軟禁

をほぼ20ヵ 月ぶ りに解 き、国内での移動 を許可 した。政府はまた、NLD活 動家 に対す る規

制 を緩め、アウン ・サ ン ・スー ・チーに対 して原則的 に、外国政府お よび国際機関の代表

との会談を許可 した。政権はNLD事 務所にい るNLD活 動家のほか、全国のその他政党の

活動 も厳 しく監視 した。軍事政権 はNLDを 合法組織 として認 めたが、治安措置、嫌が らせ

お よび脅迫を用いて、その活動を厳 しく制限 した。NLDの 事務所は全国に300ヵ 所 あるが、

その うち約90ヵ 所の再開が許可された。SPDCは 国内の人権組織の独立的な活動を認 めず.

全体的に、外部 か らの国内の人権状況の精査に対 して引き続 き敵対的であった。 しか し、

2001年 と年内には、 ビルマにおける人権に関す る国連特別報告者 に対 し、国内での調査活

動を許可 している。 また、国際労働機 関(ILO)に 対 しても、ラングーンに連絡事務所の設

置を許可 した。女性 に対す る暴力 と社会的差別 は、少数派教徒 と少数民族 に対す る差別 と

同様 、依然 として問題 となってい る。障害者を差別す る政策 はとられなかった。政権 は労

働者 の権利の制限 と労働組合 の禁止 を続 け、強制労働 による公共事業 と駐屯軍支援 を行っ

た。子 どもの強制労働 を含むその他 の強制労働は、最近になって これを非合法化する条例

が出されたものの、1引き続 き深刻な問題 となっている。SPDC軍 が一般市民を運搬人 として

徴用す ること(そ れに伴 う虐待、病気、お よび、場合によって は死亡)は 、SPDCに よる子

どもの徴兵 とともに、引き続 き当た り前の慣行 とな ってい る。売春 目的での女性 と少女を

2

当翻訳は，法務省入国管理局による仮訳であり，正確には原文に当たってください。 
また，今後当仮訳は精査の上，変更されることがあり得ることにご留意ください。

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



は じめとす る人身売買も、潜在的被害者に対す る危険 を周知 させ よ うとす る政権 の取 り組

み強化にもかかわ らず、幅広 く続けられている。

カ レン民族同盟(KNU)、 カ レン民族進歩党(KNPP)お よびシャン州軍南部隊(SSA)

を含む少数 民族武装集 団についても、 より小規模ではあるが、人権侵害 を犯 しているとの

報告がある。虐待 の具体例 としては殺害、 レイプ、強制労働 および子 どもの徴兵があげら

れ る。

人権の尊重

(
第1節1以 下からの自由を含む人間の完全性の尊重

a.生 命 の独断的あるいは不法な奪取

アムネスティー ・イ ンターナシ ョナル(AI)、 な らびに、シャン人権財団(SHRF)、 カ

レン人権 グループ(KHRG)な ど少数民族 の武装抵抗集団お よびそれ らの関連集団は年内、

国境 地域お よび民族抵抗地域 において、軍隊が財産の没収あるいは拷問の上で、一般 市民

を殺害 した事件を数多 く報告 した(第1節gお よび第5節 を参照)。 外国のオブザーバー

による面談で も、同 じよ うな虐待行為が明 らかになっている。

6月 の報告書rミ ャンマー:反 乱地域にお ける治安 の欠如」で、AIは1月30日 、タイ国

境付近で6人 のシャン州民が殺害 されたことを伝 えた。この6人 の村人は1996～97年 、SPDC

軍 によって故郷の家 を追われてお り、タイヘの不法入 国を試みた際にSPDC軍 によって物

を奪われ、殺 害 された とのことである。報告書 によれ ば、 この殺 人は反乱鎮圧活動 と無関

連 と見 られ る。4月28日 、KHRGは 、最近カ レン州 の故郷か ら追放 された村人が、SPDC

軍に寝込みを襲われた と伝えた。10人 が射殺 されたが、 うち6人 は子 どもであった。他に

9人 が負傷 したが、その中には妊婦が1人 含 まれていた。5月10日 、負傷者 の1人 が死亡

した。政権側 は、被害者 が民族武装集団 との戦闘に巻き込まれた と主張 した。SHRFの 報告

によれば、シャン州軍(SSA)がSPDC軍 を攻撃 し、1人 の兵士が死亡 した報復 として、9

月21目 、SPDCの 部隊がシャン州の コラム村を襲撃 した。 これ らの報告 については、独立

の情報源か らの裏付 けが取れていない。

兵士に よる虐待はまた、軍の運搬人お よび労務者 として徴用 された人々の死因 ともなっ

ている。各方面か ら、肉体的 に働 けなくなった運搬人や 労務者が、治療 を施 されないまま
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遺棄 され た り、殺 され た りしているとの未確認情報が寄せ られている(第6節c.を 参照)。

KNUか らの報告によれば、2001年 にはSPDC軍 によ り、テナセ リム地区のタボイ刑務所

か ら少な くとも200人 が労務者 として徴用 され、前線キャンプの建設に従事 させ られた。

受刑者は5人 ずつ縛 り付け られ、40人 の兵士参これ を監視 した。受刑者 の体力が弱 り、働

けな くなると、この うちの11人 が射殺 され た。年内に も、軍がシャン州 の刑務所か ら300

人以上を運搬人 として徴用 した とい う信頼で きる報告がある。過去 の殺人 あるいはその他

の虐待に関与 した兵士が、年内に捜査 あるいは刑罰の対象 となった とい う報告はない。

虐待 と医療の不足 により、受刑者が刑務所や強制収容所で、あるいは、釈放直後に死亡

している(第1節c.を 参照)。7月31日 、パ ラウン解放戦線の長官 アイク ・パ.ウンがモ ウ

ル メイン刑務所で死亡 した。胃が膨れ上が っていたにもかかわ らず、入院 も何 らかの治療

もまった く行われなかった との由である。9月 には、政治犯のアウン ・マイ ・トゥーが拘留

中に出血性潰瘍で死亡 した(第1節c.を 参照)。10月 にはNLDの シャン州副議長 ウ・サイ ・

パーが拘留中に死亡 した。死因は脳マラ リア と伝え られている(1節d.を 参照)。

い くつかの民族武装集 団による殺害 も報告 され てい る。SPDCに よれば、4月15日 、.KNU

はカ レン州 ミヤワディーで乗客用三輪 自転車を爆破 し、5人 が死亡、31人 が負傷 した。KNU

は事件への関与を否定 している。

.F季

㌔

b.失 踪

一般市民 と政治活動家は数時間から数週 間
、 あるいは、それ以上の期間の 「失踪」を続

けてお り、二度 と戻って来ない者 も多かった。 このよ うな失踪は一般的に、政府 当局が家

族 も知 らない うちに尋問のための拘留 を行 った り、SPDC軍 が、多 くは家族 も知 らない うち

に、P一般 市民を運搬あるいは関連 の業務のために徴用 した りす るため とされている(第6・

節c.を 参照)。 尋問のために拘留 された者 は間もな く釈放 され、家に戻ることが多かった。

しか し、運搬人 としてSDPC部 隊が徴用 した者、お よび、労務者 あるいは運搬人 とされた

受刑者の行方は不 明のままの ことが多かった。運搬人 を務 めていた一般市民が殺 された と

す る報告 もあった(第1節 乱を参照)。 一般的に、家族が失踪者の行方を知ることができる

のは、仲 間の受刑者 が生き延び、後 になって家族に情報を提供す る場合のみであった。SHRF

に よれば、8月 、山菜採 りか ら戻 る途 中の村人が行方不明になった。SPDCの 兵士3人 によ

り、ムン トン郡区のナー ・カ ウン ・ム村 にある軍 キャンプに連行 された もの と見 られてい

る。
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「民主ビルマの声(Dem㏄radcVoiceofB㎜ma)」 の コ ・タイ ト・ナインとのインタビュー

で、政治犯援助協会(AAPP)事 務局長は、数人の政治犯が軍事政権によ り秘密裏に処刑 さ

れた とした。ナイ ンによれ ば、2001年7月 、7人 の政治犯 がベイ クの刑務所から連れ 出さ

れ、処刑 されたとの未確認情報がある。ナインはまた、4月 、カ ウタウンの刑務所か ら連れ

出 された受刑者6人 が、ザテチー海軍基地の東にあるガ ピヤ ウジ ョアウ村で処刑 された と

した。

c.拷 問お よびその他の残虐な、非人道的あるいは品位 を傷つける取扱いあるいは刑罰

拷 問を禁止す る法律 はあるが、治安部隊要員は受刑者、拘留者お よびその他一般市民の

拷 問、殴打お よびその他の虐待 を繰 り返 した。拘留者 は 日常的に、恐怖 を与えて混乱 させ

るための厳 しい尋問を受 けた。 ここ数年間では、受刑者が長 時間 に及び しゃがんだ り、ス

トレスの多い、居心地の悪い、あるいは、苦痛な姿勢 を取 った りす るこ とを強制 された と

の報告がある。治安部隊が一般市民に嫌が らせや身体的虐待 を働いた との信頼できる情報

も引き続 き多数 ある。軍隊は 日常的に財産、現金お よび食糧 を没収 し、運搬人調達のため

に強制的 ・虐待的徴用 を行 った。運搬 あるいはその他 の労務 を強要 された人々は極めて過

酷 な労働条件、殴打お よび虐待 に直面 し、そのために死亡す ることもあった。6月7日 から

6月20日 にかけ、SPDCは 一般市民130人 以上に対 し、』シャン州ケ ン トゥン付近で運搬人

として働 くことを強制 した。SHRFに よれば、少な くとも7人 が虐待で死亡 した(第6節c.

を参照)。SPDCの 兵士は移転 あるいは強制徴用 ・労働 に抵抗 した者を殴 り、 レイプ し、殺

害 した。SPDCの 兵士が強制移転 となった者、あるいは、外出 していた者から財産 と所持品

を略奪お よび没収 した とい う報告は数多い。 これ らの物品は しば しば、軍事施設の建設に

用い られた。SPDC兵 士が私有の車両を所有者に対す る補償な しに没収 し、これを軍用車両

として使 ったとする報告 もある。

本年中には、政府 による農民の虐待 と搾取についての報告 も見 られた。 これ までは、地

域 の生産要件を充足 しなかった として、数多 くの農民が拘留 されていたが、年内にはこの

ような報告は見 られなかった。

3月 初旬、ラングー ンのダウンタウンで、ワギ地区25世 帯の住民が地域 の軍司令官から、

月末 までに家か ら退去す るよう命 じられた。古 くか らの住 民を多 く含むこれ らの人 々は、

SPDCの 高官に申立てを行ったが、聞 き入れ られなかった。軍の脅迫により、多 くの者 は、

退去 した家のおよそ10%の 価値 しかない と見られ るアパー トヘの移転を受け入れた。4月5
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日、当局は軍隊を派遣 して残 っていた借家人 に退去 を強制 し、拒否 した者 を逮捕 した。家

は取 り壊 されたが、その跡地 には、政権 と関係のある家族 あるいは企業のために新 たな住

居が建設 され るとの由である。

KHRGに よれば、5月 、SPDC兵 士はカレン州の村民か ら、強制移転を前に金銭 をゆす り

取 ろ うとした。兵 士は家を焼 き、村の長老の大腿部 を撃ち、脚部 の腱 を切 るとい う拷 問を

加 えたほか、その他 の村人 にも暴行 を加えた との報告がある(第1節 £および第2節&を 参

照)。

KHRGの 報告 によれば、7月11日 、テナセ リム地区のカ メイ ク村で、兵士が象 を探 しに

出た村人サ ウ ・ポエ ・トッ トに発砲 した。親戚が病院に運んだた め、彼は一命 を取 り留め

た。

8月17日 、ザ ウ ・ミン ・オー大尉はカヤー州(カ レン州の東)テ ィミソ郡 区のカ トリッ

ク教徒が多いユ ソモ ソ村 に侵入 し、信頼できる消息筋によれば、4歳 の子 どもをレイプ した

とされている。軍当局は村人に約20ド ル(2万 チャッ ト1を 手渡 し、訴 えを取 り下げるよ

う求めた との由である。10月 、SH耳Fの 報告 によれば、2人 のSPDC兵 士がカエン トゥン郡

区の川岸で洗濯 していた女性 をライフルの台尻で殴 り、 レイプ した。兵士は意識 を失った

ままの女性 を川に放 り込んだ とされている。女性は一命 を取 り留め、夫 とともに村の長老

とコミュニテ ィーの指導者に申立てを行 った。 これについては、警 察 とSDPC軍 当局を恐

れ、何の対応 も行われ なかった。10月 にはまた、SPDCの 兵士6～7人 がムル ンカル ク郡 区

で2人 の女性 をレイプ した と伝え られてい る。

SPDC兵 士は特にシャン、カ レニお よびカ レンの各州で少数民族 の女性を レイプ した(第

1節g。を参照)。

地方政府職員の腐敗 は蔓延 してお り、人身売買に加担 しているケース もある(第6節 £

を参照)。

年内には、男女双方が強制労働者 として徴用 され たが、女性の中には、軍関係者 に銃 を

突 きつけ られ、 レイプ された者 もいる(第1節gを 参照)。

刑務所 と強制収容所の状況は一般的に厳 しく、生命 を脅かす状態が続 いた。政府 の行刑

省は全国でお よそ35ヵ 所の刑務所 と70ヵ 所 の強制収容所 を管理 している(第6節c.を 参照)。

刑務所では、食糧 、衣服 および医療物資が極めて不足 していると伝 えられ る。寝床 は床に

マ ッ トを一枚敷いただけの ものであった。受刑者は2週 間に1回 、面会 を許 され る家族か

ら、基本的な必需品 を受 け取 らざるを得なかっだ。刑務所 内でのHIV/エ イズの感染率は、
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〆 一'

注射針 を使 い回 しす るために、高い と伝え られ ている。年内には、数人の政治犯 の健康状

態が悪化 し、少なくとも3人 ゐ政治犯が抑留中に死亡 した(第1節a.を 参照)。

年 内には、数人の受刑者について、刑務所 内で十分 な医療が施 されなかった。 あるケー

スでは、当局が受刑者 に適切な医療 を施 さなかったため、この受刑者は後に死亡 した(第1

節&を 参照)。 年 内には、政治的活動を理由に1989年 か ら収監 されている72歳 のジャーナ

リス ト、 ウ ・ウィン ・ティンの健康状態 が悪化 を続けた との報告がある。同様 に、1989年

に建捕 され、数年 にわたる隔離 と虐待に さらされた学生指導者 ミン ・コ}・ ナイ ンの健康

状態 について も、深刻な懸念が募った。AAPPの 報告によれば、5月17日 と18日 、行刑 当

局は、刑務所長 に不服 申立てを行った として、バセイ ン刑務所の政治犯2人 に激 しい暴行

を加 えた。AAPPは また、刑務所内の状況 を書いた手紙をこっそ りと送 った として、22人

.の政治犯 がカ ライ刑務所からカタル刑務所へ移送 された とも報告 している。

政権 によれぱ、政治犯 と普通犯、少年犯罪者 と成人犯罪者、男性 と女性はそれぞれ別 に

収容 されてい る。ICRCに よれば、政権 は、政治犯 を重労働の対象 とすべ きではない と述べ

ている。

本年 中、ICRCは 国内すべての刑務所を定期的 に訪問 し、少な くともそれぞれ について年

一度の訪問を行お うとした
。ICRCの 強制収容所訪問は2000年3月 に始 ま り、本年 中も続

いた。強制収容所 はおよそ70ヵ 所 ある とみ られているが、多 くは一時的な ものであ り、特

定の作業プ ロジェク トが完了するまでの間だけ存在す る。政権 はICRCに 対 し、医薬品の提

供、受刑者 との手紙のや り取 り、お よび、受刑者家族の訪 問に対す る支援な ど、その従来

のサー ビス提供を認めた。

吐 独断的な逮捕、拘留あるいは国外追放

拘留の合法性 を司法が判定す るための法律規定はな く、SPDCは 日常的に独断的な逮捕 と

独房監禁 を行 った。刑 法は当局に対 し、受刑者 が当初の刑期 を終 えた後 に、独断的に刑期

を延長す ることを認 めている。

2000年9月 か ら本年5月 にかけ、ア ウン ・サ ン ・スー ・チーは容疑な しに 自宅軟禁 とな

った。政権は同人への訪問を認めた ものの、訪 問者は統制下に置かれた。

政権は2000年10月 にNLDと の話合いがスター トして以来、550人 の政治犯 を釈放 した

ほか、人道上の理由で さらに380人 の政治犯 を釈放 したと見 られ る。 しか し、その一方で

数人の政治活動家を逮捕 した。8月 には、パ ンフ レット配布のか どで約20人 の活動家が逮
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捕 された。 この20人 の学生の うち少 なくとも数人は尋問中に殴 られたが、逮捕後10日 程

度 で釈放 された。 ラングー ンの市庁舎で抗議行動 を行 って逮捕 された2人 の学生は、数週

間の独房監禁の後、国家転覆罪で懲役14年 の刑 を宣告 された。家族 とNLDは 、その状況

についてSPDCに 再三問い合 わせ たものの、対応はなかった。8月22日 、NLDメ ンバーの

学生2人 がラングーンで、不法出版物所持 のか どで逮捕 された。報告によれ ば、裁判では

十分な法定代理人が得 られず、懲役3年 の刑 が宣告 された。9月13日 には、ウ ・サイ ・パ

ーお よび ウ ・サ ウ ・ナン ・テ ィのNLD幹 部2人 がシャン州のケン トゥンで逮捕 された
。現

地住民 と政府の コメ配給枠増大について話 し合 っていたのが逮捕理 由 とされている。彼 ら

は10月10日 に裁判 を受ける、ことになっていたが、その うちの1人 、シャン州 のNLD副 議

長 ウ ・サイ ・パーは10月9日 、拘留中に死亡 した。死因は脳マラ リア との由である。 トゥ ・

サ ウ ・ナン ・テ ィは懲役7年 の刑 を受 けた。9月 、政権はラングー ンで少な くとも30人 の

政治活動家を逮捕 した。その中の1人 、1990年 の選挙で国会議員(Mp)に 当選 したNLD

の ウ ・ラ ・トゥンは、1999年 に刑務所 から釈放 されて以来、NLDで の活動を行っていなか

った。他 の逮捕 と同様、 これ らの事件 について の情報 も不十分で ある。逮捕 については公

式の発表はな く、情報 は、逮捕の 目撃者、あるいは、 当局か ら身内の逮捕を知 らされた家

族 から得 られ るのみである。

容疑が固まるまで、拘留者が弁護士や家族に面会できることはほ とん どない。容疑が固

まった後で も、拘留者が弁護士を利用できることはほ とん どない。政治犯 の拘留者が保釈

金 で釈放 されることはなかった。一部の政治犯拘留者 は長期にわた り独房監禁 された。

9月 、アウン ・マイ ・トゥーが刑法 により刑期を6度 延長 された末、拘留中に死亡 した(第

1節&を 参照)。 年末時点で、約50人 の政治犯が刑期 の延長を受けている。 中で も、以前

の政治活動家で学生指導者の ミン ・コー ・ナインについては、健康状態 の悪化が報告 され

ている(第1節e。 参照)。 マンダ レーでは、ザ ウ ・ミン、ネ ・ウィン、ウ ・テ ィン ・アイエ ・

トゥー、 ウ ・テ ィン ・ミイ ン ト、 ウ ・ティン ・アイエ、 ウ ・キン ・マ ウン ・タン ト、 ウ ・

ザル ニ ・ア ウン、 ウ ・テイ ン ・タン ・オー、 ウ ・チャウ ・セイン ・マ ウン、 ウ ・ナイ ン ・

ミイン ト、 ウ ・タイ ・ニユ ン トお よび ソエ ・ミイン トの11人 の受刑者が刑期 を終 えたが、

釈放 されなか った。

アウン ・サ ン ・スー ・チー とSPDCの 間で信頼醸成 のための話合いがスター トした2000

年10月 以来、SDPCはNLDに 対す る拘留 ・脅迫活動 を緩めている。2001年6月 、政権は

NLDの 政治犯 をr迎 賓館」 と刑務所か ら釈放 し始めた。年末までに、釈放者 の数はおよそ
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550人 に及んだが、その中にはほとんどのNLD拘 留者、お よぴ、NLD中 央執行委員会(CED)

の全メンバーが含 まれ ていた。しか し、ICRCに よれ ば、年末時点での 「治安拘留者」は1 ,300

人 を超 えている。 うち、依然 として抑留 中のNLDメ ンバーはお よそ170人 に上るが、その

中には(NLD)国 会議員 当選者 が17人 含まれている。まだ、政治犯1,300人 の中には、民

族指導者 、民族抵抗集団(武 装集 団を含む)の 支持者、NLD以 外の政治家、弁護士、ジャ

ーナ リス トおよび学生 も含 まれている(第1節e .を参照)。

当局 は一般市民 と政治活動家 の拘留を続けた。中には治安部隊の手によって、場合 によ

っては一時的に失踪 させ られた者 もいる(第1節b.を 参照)。

本年 中、当局は外 国ジャーナ リス トの拘留あるいは国外追放 を行 わなかった。

憲法は国外強制退去 を規定 してお らず、政権 もこれを利用 しなかった。

e.公 正な公判の否定

司法は軍事政権から貌立 していない。軍事政権は最高裁判事を任命 し、最高裁判事は軍

事政権の承認によ り、下級裁判所判事 を任命す る。 これ らの裁判所は、軍事政権が施行す

る命令 によ?て 裁判 を行 うので、命令 は事実上、法律 としての効力 を有す る。裁判所は郡

区、地区、州および全国の レベルで設置 されている。

本年 中、政権 は命令 による統治 を続 け、公正な公判 あるいはその他 の権利 を規定す る憲

法の条項による拘束 を受 けなかった。英国統治時代の法制度 の遺産は公式には引き継がれ

ているものの、裁判制度 とその運用には、特 に政治的事案の取扱いについて、依然 として

深刻 な欠陥が多い。緊急事態対応法、非合法結社:法、常習犯法お よび破壊主義者の危険か

らの国家防衛に関す る法律 な ど、極度 に広範な規定を有す る法律が乱用 され、政治 目的で

裁判所が動か されてい ることか ら、一般市民は引き続 き、公正 な裁判 を受ける権利 を剥奪

され ている。腐敗の蔓延 は さらに、司法制度の中立性 を損 なってい る。

被告弁護人による代理 を受 ける権利 など、い くつかの基本的 な適正手続 き権 は、刑事事

件 では一般的に尊重 されているものの、政権が特にセンシティブ と考 える政治事件では守

られ ていない。刑事事件において、被告弁護人は一般的に、証人の喚問 と反対尋問を認め

られ ている。 しか し、その主たる目的は、裁判官 と交渉 して、被告 の刑期 をできるだけ短

くす ることにある。信頼できる消息筋 によれば、軍事 当局の幹部は、証拠や法律に関係 な

く、判決 を左右 してい る。 さらに、政治事件では裁判が公 開 されない。 ただ し、本年 中に

は、ネ ・ウィンρ孫が絡む事件、お よび、アウン るサン ・オー とア ウン ・サン ・スー ・チ
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一が絡む事件の2件 について
、公判が行われた。報道機関は双方の裁判 に出席 し、報道を

行った。

3月 、74歳 のサライ ・トゥン ・タン教授 が、2001年n月 に平和的な抗議集会 を計画 した

として懲役7年 の刑 に処せ られた。その裁判 の詳細 はおろか、裁判があった とい う事実 さ

え公表され ていない。

2000年 中、政権は、NLDに 助言 と勧告 を行 うことができる独立弁護士を排除 しようとす

る大々的なキャンペー ンに着手 した。政権はNLDと 関係がある とされ る弁護 士をほぽ全員

逮捕 し、でっち上 げの容疑で有罪 とした。1中で も、広 く尊敬 されている非政治的な77歳 の

弁護士ウ ・ソエ ・ハ ンは、その他数人 とともに逮捕 され 、懲役21年 の刑 に処せ られた。 タ

ン ・シュウェ元帥 とオネ ・キン ・ニユン ト書記長に書簡 を送 り、政治犯 の釈放 とNLDと の

対話開始を政権に求 めた とい うのが罪状であった。2001年 、政権は独立弁護 士に対す るキ

ャンペー ンを停止 した。年内にNLDと 関連があるとして逮捕 された弁護士 はお らず 、NLD

メンバーは、弁護 士の投獄 を恐れることな しに、その助言を得ることができた模様 である。

しか し、2000年 に投獄 された40人 を超 える弁護 士の うち、約20人 は年末時点でまだ釈放

されていない。

本年中、政権 はNLDメ ンバーの刑務所か らの釈放をゆっ くりと続 けたほか、1989～90年

以来投獄 されてい る学生活動家の釈放 もわずかなが ら開始 した。釈放者 のほとん どは、刑

期 を終えたか、刑 期をほ とん ど終えたか、あるいは、健康状態の悪い受刑者であった。体

制 に対する罪で有罪 となった政治犯数人は、何 らかの理 由で再逮捕 され た場合、残 ってい

る刑期につ いて服役す ることを受け入れ る合意書に署名 させ られた。罪状 な しに拘留 され

ていた政治犯は、合意書への署名を求められなかった。また、政権 とア ウン ・サ ン ・スー ・

チー との話合いが始まった2000年10月 直後に釈放 された政治犯 も、前提条件合意書への

署名を求め られ なかった。

lCRCの 報告 によれば、10月 時点でビルマ国内には 「治安拘留者」が1,300人 い る。AAPP

は、約1,400人 の政治犯がい ると見てい る。また、一部 の政治犯は、刑期を終 えたに もかか

わ らず、引き続 き拘留 されていることも明 らかに した(第1節&を 参照)。1,300人 と見 ら

れ る政治犯 の うち、17人 は1990年 の選挙で選 ばれたNLDの 国会議員である。年内に釈放

された受刑者の中には、人民議会代表委員会(CRPP)で4つ の大きな民族集団の代表 とな

っていた ウ ・アイ手 ・ター ・ア ウンが含 まれている。8月 、政権は2000年 に逮捕 された ウ ・1

アイエ ・ター ・ア ウンを釈放 した。同人は3つ の懲役7年 の刑で服役 中、健康状態が急激
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に悪化 してお り、釈放直後に肺腫瘍 の手術 を受けた。 これも重要な政治犯で、1989年 に逮

捕 され た著名なジャーナ リス トお よび作家 の ウ ・ウィン ・テ ィンは、年末までに釈放 され

ていない。 同人は72歳 で、健康状態 はす ぐれないと伝 えられている。 もうひ とりの目立っ

た政治犯である学生指導者 ミン ・コー ・ナィンは、刑法により刑期を2度 延長 され、シッ

トウェ刑務所に服役中 とさわているが、その健 康状態は悪化 している。本年 中には、ア ウ

ン ・マイ ・トゥー、 ウ ・サイ ・パ》、お よび、パ ラウン民族集団の指導者マイ ・アイ ク ・

パンが服役 中に死亡 した(第1節 乱、第1節c.お よび第1節d.を 参照)。

野党は裁判所に提訴 し、その政治的権利 を認 めさせ よ うとしたが、 これまで成果は得 ら

れていない。2000年4,月 、最高裁判所は、政権 が国会議員 当選者を不法に拘留 し、そ・の名

誉 を殿損 してい るとするNLDの 訴えを却下 した。最高裁判所は、国家元首が許可を与えな

い限 り、政府職員(こ の場合は軍事諜報機 関の長)に 対す る事案 は取 り扱えない と判断 し

た。2000年9月 、NLDの 弁護士は、民主制への移行に関す る公約の遵守 を怠 った として、

タン ・シュウェ元帥 と選挙委員会議長 に対す る訴訟 を提起 した。 この訴えは2001年 、審理

な しに退 けられた。

.2000年10月 、政権 は外国国籍 を有す るアウン ・サ ン ・スー ・チーの兄弟に対 し、同人を

相手取 り、同人が居住す る家族の邸宅の半分についての所有権 を求める訴訟 を提起するこ

とを認 めた。 この事件 には政治的な動機 があるとの見方が広がっている。 なぜな ら、政権

は一般的 に、外国人が ビルマ国民に対す る請求権訴訟 を提起す ることを認 めていないから

である。裁判 は公開 され、数 ヵ月続 いた。訴えは手続上の不備 を理 由に退 けられたが、政

権は原告の兄弟 に対 し、2度 目の訴訟 を提起することを認 め、10月 、 この事件の担 当判事

は、アウン ・サ ン ・スー ・チーの兄弟 は仏教 の慣習法 により、 この財産 の相続権 を有す る

と判断 した。事件は年末時点で未解決である。

£ 独断的なプライバ シー、家族、家宅あるいは信書への介入

憲法 はこれ らの権利 を規定 してお らず、当局 は一般市民のプライバシー権 を侵 害 してい

る。軍事政権 は一般市民の生活 に広範かつ独断的な介入 を行った。広 く浸透 した諜報ネ ッ

トワー クと行政手続窒 を通 じ、政権 はすべての一般市民の移動 を組織的に監視する ととも

に、多 くの一般市民・特 に政治活動 を行 っているとされ る者の活動をつぶ さに監視 した。

法律は、登録 され た自宅以外で夜 を過 ごす者 はいずれ も、前 もって警察に連絡す ること、

お よび、住人でない者 を迎 え入れ る世帯はいずれ も、来客の一覧表 を作成 し、 これを警察
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に提 出す ることを義務 づけている。 この制限は昨年、幾分緩和 され たと見 られ るが、年内

には厳 しく執行 された と伝 え られている。家宅捜索によ り、少な くとも30人 の逮捕が報告

され ている。

電話サー ビスも厳 しく統制 され た。治安職員 は 日常的に、個人的 な信書 と電話の傍受 を

行った。 当局は一般的に、一般市民 に外国の出版物の定期購読を行 わせ ない よ うな措置 を

講 じつづけた(第2節&を 参照)。 しか し、政権は2001年 、衛星テ レビ利用に対す る統制

を緩めたため、一般市民は安価 に衛星受像 機の登録を行 えるよ うになった。 これまで、衛

星受像機の登録許可を受けていたのは、政権 と特別な関係 にあるごく一部 の企業 と個人の

みであった。

政権は、すべての電子通信装置の免許 と割 当を厳 しく統制 しつづけ、 これ をっぶ さに監

視 した。未登録 の電話、FAXあ るいはコンピュータ ・モデムの所持は懲役刑 の対象 となっ

た(第2節a.を 参照)。2000年4月 、イ ン ドネシア国籍 のイラワン ・シダリア と2人 の現

地技術者 がこの規定によ り、ラングーンのアジアプラザホテルにイ ンマル サ ッ ト衛星電話

を設置 した として逮捕 された。2000年8月 、イラワ'ン・シダ リアはイン ドネシアに強制送

還 された。SHRFに よれ ば、2000年6月 、SPDC兵 士がムルン トンで約30台 の携帯電話 を

没収 した。逮捕の報告 はないが、兵士は携 帯電話の引渡 しを拒んだ一般市民を処罰す ると

脅迫 した。また、2000年6月 、 ミャンマー郵政省は、国内で未登録の携帯電話を利用 した

者 を懲役3年 お よび/あ るいは罰金約75ド ル(3万 チャッ ト)の 刑 に処す と発表 した。

私有財産権が弱 く、土地所有権の登記 も未整備なため、政権による人 々の強制的移転が

容易 となってい る。法律 は土地の私的所有 を認 めてい ない。各種 の土地利用権 は認 められ

てい るものの、その多 くは 自由に譲渡できない。独立後の土地法 峠また、土地 に対す る私

権 は土地の生産的利用を条件 とす るとい う植民地化以前の伝統 を復活 させた。

歴代の軍事政権 は数十年 間にわた り、武装民族集団への支援を断ち切 るための取 り組み

の一環 として、 自治を求め る少数民族集 団に対 し、強制移転 の戦略 を採用 している。 この

よ うな強制移転 は、特 にタイ との国境地帯で、年内も続いた。強制移転に伴い、 レイ プ、

処刑、および、村人 とSPDC部 隊のためのイ ンフラ整備 を目的 とした強制労働 の要求も行

われ てい るよ うである。商業あるいは公共施設の建設のため、お よび、場合 によっては、

国内の治安 と政治的支配のために、SPDCは 一般市民をr新 しい町」へ と強制移転 させた。

このよ うな例は最近、い くらか減少 している。新 しい町に移転 させ られ た人々は一般的に、

イ ンフラ ・サポー トの大幅 な減少 に苦 しんでいる。移転の対象 となった人々は概 して、わ
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ずかな準備期間で移転せ ざるを得 ないよ うな状況に追い込 まれている(第1節c.お よび第2

節d.を 参照)。

広 く尊敬 されているタイ の私人 による9月 の報告に よれば、丑996年以来、2,500を 超える

村 が破壊あるいは強制移転 の対象 とな り、一般市民60万 人以上が移動を余儀 なくされた。

この報告では、これ ら」般市民の うち35万 人以上はSPDC支 配下の 「移転拠点」へ と移動

させ られ、残 りの人 々は隠れ て暮 らしているとされ てい る。 との慣行は特 に、シャン、卑

ヤーお よびカ レンの各州、モン州の」部地域およびペ グー管区で蔓延 してい る。 これ ら地

域では、数千人の村民が、 しば しば故郷の村 を焼 き払われ た車、SPDCの 強い支配下にある

戦略的地域 の居住地に強制移動 させ られ た。 また、故郷を逃れた り、追われた りした村人

が森に隠れて暮 らすケー ス も見 られ たが、 このよ うな場所 には地雷が多 く敷設 され、十分

な食糧 も、安全も、基本的な医療 も得 られないことが多い。

強制移転は しば しば、近隣諸国、 あるいは、国内で も政権側の支配が及んでいない地域

への大量の難 民を生み出 した。一部の地域では、軍事政権が元来の少数民族居住地に ビル

マ人を居住 させた。 ラキネ州では2000年 、イスラム教徒が多いいくつかの村を強制移転 さ

せ、そこに仏教徒の ビルマ人を住 まわせた。 これ らの ビルマ人は、 ラングー ン管区のダゴ

ン郡 区か ら強制移転 させ られた。その他、軍部隊がカ レン人を親政権の民主カ レン仏教徒

軍 くDKBA)の 支配す る地域へ と強制移転 させた り、これ を試みた りす るケースもあった。

軍部隊はまた、家畜、燃料{食 糧物資、養魚池、アル コール飲料 、車両、金銭な どを 日

常的に没収 した。 このよ うな権力乱用が広 まったのは、軍事政権が地方 司令官 に対 し、そ

の兵帖二一ズを中央 当局に頼 らず、現地で充足す るよ う命 じた1997年 か らで南る。一その結

果 、地方の軍 司令官 は国内全 土で金銭、食糧、労働お よび建設資材の供出を強要す ること

が多 くなったのである(第1節c、 お よび第6節c.を 参照)。

軍 と反乱部隊の双方が人道法1と反 し、子 どもの徴兵を含む強制徴用を行った(第1章g.

および第6章c.を 参照)。

政府職員は一般的 に、政党への加入あるいは支援 を禁 じられてい るが、 この禁止措置は

選択的に適用 された"政 権 の大衆動員組織r連 帯 ・発展協会連合(USDA)」 の場合 、政権

は強制 と脅迫によ り、ほ とん どすべ ての公共部門従事者 を含む多くの人々を連合に加入 さ

せ、政権を支持す る会合 に参加 させた(第2節 乱を参照)。

これまで、高官 を含 む政府職員 は、子 どもが政治犯 とされた場合 、政権 は親 の責任 を間

うことができる と繰 り渾 し警告 してきた。 しか し、年 内にこれが行われ た との報告 は入っ

13

当翻訳は，法務省入国管理局による仮訳であり，正確には原文に当たってください。 
また，今後当仮訳は精査の上，変更されることがあり得ることにご留意ください。

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



ていない。

政権の諜報機 関はまた、外国人の動 きを監視 し、外国人 との会話について一般市民の尋

問を行った。政府職員は一般的に、外国人 と会 う場合、事前の許可の取得を義務づけ られ
.

た。 国際NGOは 年内、すべての現場訪問に(NGO側 の費用負担で)担 当省 庁の代表 を付

き添わせ ることを正式に義務づけ られた。一しか し、 この要件 は実際的に充足不可能 と見 ら

れ、完全には執行 されなかった(第4節 参照)。

女性の国民は外国人 との結婚を正式 に禁 じられた。 しか し、この禁止規定は執行 されな

かった。

『g.内 戦 における過剰 な武力使用 と人道法違反

1948年 の独 立以来、SPDC軍 は様々な民族反乱勢力 と戦ってきた。民族抵抗集団は自治

の拡大、あるいは、場合 によっては ビルマ人が支配す る国家か らの独立を求めて きた。1989

年以来、17の 集団が政権 と停戦協定を結んでいる。 これ らの協定によ り、抵抗集団は自ら

の軍 を維持 し、それぞれの民族が主 として居住す る特定領域内で一定の行政機能 を担って

いる。 しか し、一部の集団は抵抗活動 を続 けてい る。KNUは 国内東部お よび南部のカ レン

人が多い地域で抵抗作戦を続 けた。カヤー州では、1995年 に成立 した停戦が崩れて以来、

KNPPが 政権 との戦闘を再開 している。

5月 、SHRGと シャン女性行動ネ ッ トワーク(SWAN)は 、軍がシャン州 の少数民族 に対

する戦争の体系的な手段 として レイプを行っている と非難 した。 この報告には、1992年 か

ら2001年 にかけ、54の 軍大隊の兵士が625人 の女性 と少女に対 して働いた173件 の レイプ

あるいは性暴力が示 され ていた。 レイプが残虐 である こと(報 告によれ ば、25%の レイプ

事件で女性が死亡)、 将校によるレイプが多いこと(80%)、 および、その処罰が行 われ'

ていない ことか らして、報告 は、シャン人を恐怖に陥れ、服従 させ るために、軍事政権が

レイプを容認 してい ると結論づけた。 シャ ン州その他 における軍 によ.るレイプ と性暴力に

つ いては、 これ を裏付 ける報告がある。その中には、信頼できる外国の消息筋が記録 した

レイプ被害者 自身 による証言 も含 まれている。 国際難民救済協会 による報告書によれば、

SPDC兵 士による少数民族女性の レイプは、カ レン、モンお よびカ レニ地域で も広 く発生 し

ている。

SPDCは この報告を否定 し、3回 の内部調査 を命 じた。8月 、軍事政権 は、 レイプに関わ

った兵士はいない とした。10月 、軍事政権は、 申立てについての調査 を続行中であるが、
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SHRF/SWAN報 告 書にあるような レイプ5件 について証拠 をつかんだ と述べた。政権は、こ

の調査 に関す る報告書を国際社会 と国連特別報告者のパ ウロ ・セルジオ ・ピニェイ ロに提

出す るとした。 しか し、ピニェイ ロによれ ば、調査 を行ったのは、人権侵害の調査 につい

て特別 な技能 も経験 も持たないSPDCの 軍事要員 とその他職員であった。調査 は、軍関係

者が組織 し、前 もって準備 された地方職員 との大規模 な集団的パブ リック ・ミーテ ィング

によって行われた との由である。政権に対 しては引き続 き、 申立てにっいての独立 した調

査 を認め、軍に よる レイプ と性暴力 を防止す る適切 な措置 を講 じるよ う、国際的な圧力が

かけ られている。

シャン州の中部 と南部では、政府軍がSSAと の交戦 を続 けた。軍 は同地域に住む村人を

SPDC支 配地域 に強制的に移転 させ るプ ログラムを続行 したが、それに伴い殺害、レイプお

よびその他一般市民の虐待 も行われた模様である。AIに よれば、タイで面談を行ったシャ

ン州出身の一般市民の うち90%は 、過去18ヵ 月以内に軍か ら無償の労働 を強制 され た と述

べてい る。

タイ との国境紛争は本年 中、タイ との国境地帯に住む民間人の窮状 をさらに悪化 させた

(第2箇d.お よび第6節c.を 参照)。

裏付 けは取れていないが、信頼できる消息筋によれ ば、2001年1月 、軍 の兵士はムルン

ナイでパ ラウンの村 民を殴 り殺 し、妻を レイプ し、その財産を盗んだ。2001年3月 、S冊

によれば、SPDCの 兵士はムル ン トン郡 区の女性 を輪姦 した。同人の叔父はその前に拷問の

上 、殺害され た。 これ もSHRFに よれ ば、2001年4月 、SPDCの 兵士はシャン州 のナーイ

ン付近で4人 の村人 と出くわ した。兵士 は米俵 を発見 し、村人たちがこれ をSSAに 渡すつ

も りだったのではないか と言いがか りをつけた。兵士は男性たちを縛 り上げ、女性 を別の

場所 に連れて行 って レイプした とされている。兵士はその後、この地域の村人に対 し、4人

を釈放 して欲 しければ、多額の罰金を支払 うよう要求 した と伝 えられている。

ヒューマン ・ライ ツ ・ウォッチ(HRW)に よれば、SPDC軍 は孤児 とス トリー トチル ド

レンをはじめ、早 ければ11歳 から子 どもの徴兵を行った(第5章 を参照)。

活動を続 ける抵抗集団 としては、チン民族戦線、ナガ民族評議会、アラカ ン ・ロヒンギ

ヤ連帯機構(ARNO)、SSA南 部隊およびKNU(系 列のカ レン民族解放軍 を含む)が あげ

られ る。抵抗集団のメンバーの中に も、深刻な人権侵 害を犯 した者がいる。例 えば、政権

によれば2001年12月 、KNPPは ロイカ ウ郡区で、部隊への加入を拒否 した7人 の村人 を殺

害 した。政権はまた、KNUとSSAが シャン州 とカ レン州の全土で殺害 と爆撃を行い、子 ど
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も兵士を徴用 してい ると非難 した。UNICEF、AIお よびHRWの 報告によれば、SPDC軍 も

抵抗集団 も子 ども兵士の徴用 を行っている(第5節 参照)。

第2節:以 下を含む市民的 自由の尊重

乱 言論および報道の 自由

法律 は政権 に対 し、言論の 自由 と報道 の自由を制限す ることを認 めてお り、軍事政権は

事実、本年中もこれ らの 自由を厳 しく体系的に制限 しつづけた。政府は軍事政権 を批判す

る政治的意見を表明 した り、野党の意見が表明 されている出版物 を配布あるいは所持 して

いた りしたか どで、一般市民 の逮捕、拘留、有罪宣告お よび投獄 を続 けた(第1節d.お よ

び第1節e.を 参照)。 治安部隊 もまた、このような政治的意見 を有す ると見 られ る者 に対す

る監視 と嫌が らせ を行 った。

法律 による言論の 自由の制限は、軍事政権が 「国家の安定を損な う」言論 を禁止する命

令 を発 した1996年 か ら強化 された。政権 は国内全土で事実上、政府を批判す るあらゆる者

によるあらゆる公式な発言をカで押 さえ込みつづけた。その中には、1990年 に選出 された

国会議員 と政党指導者 も含まれ る。政権 は1990年 以来、.ほとん ど例外 なく、 この政策を一

貫 して推 し進めてい る。

「民主ビルマの声」か らは、200蓋 年8月 、軍の治安要員が、マンダレーのマハ ミヤ トム

ンニ ・パヤギー ・パ ゴダの行事で国内の経済 ・政治状況 を批判す る説教 を行 った として、

僧侶 を逮捕 した との未確認情報が寄せ られてい る。 この僧侶 アシン ・パ ンディタは服を脱

が され、警察署 に留置 され た との 由である。年末時点で、 これ以上の情報は得 られていな

い。'

政権は本年 中、NLDが 公開の会合を一部再開す ることを認 めた。政権 とアウン ・サ ン ・

スr・ チー との話合いによる信頼醸成 を受 け、NLDは これ らの会合で、政権 に対す る批判

を和 らげた。NLDは 政権側 との具体的な話合いの早期実現 を模索 しつづけ、政権の政策 あ

るいは行動に対する直接的攻 撃を控えている。

政治的見解 を表明 した として投獄 された多 くの著名 な作家や ジャーナ リス トは、まだ釈

放 されていない。パ リに本部 を置 く組織r国 境なき記者団」の報告によれば、年末時点で

少 な くとも18人 のジャーナ リス トが服役 中である。その中には、民主主義を求める記事 を

書き、マ ンダ レー選挙区か らNLD国 会議員 に選出 されたオー ン・チャインも含まれてい る。

へ
16

当翻訳は，法務省入国管理局による仮訳であり，正確には原文に当たってください。 
また，今後当仮訳は精査の上，変更されることがあり得ることにご留意ください。

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。



'

、
『-

ア ウン ・ウィン トのペ ンネームで知 られ る同人は、1990年 に投獄 されている。政府 の検 閲

審議会は、服役中の著者 による作品の出版 あるいは配布を禁 じてい るが、政権 は2000年 、

以前の政治犯であるマー ・テ ィダ とウ ・セイン ・ミー ン ト(ウ ・モエ ・トゥー として も知

られる)に 対 し釈放後、数件の雑誌記事を書 くこ とを認めた。2001年 には、少 なくとも1

人の出版者(テ ィン ・マ ウン ・タン)が 、 自身の活動 による投獄を恐れ、 ビルマ を離れて

い る。

2000年4月 から6,月 にかけ、軍事政権は、反政府のチ ラシを配 り、政府建物への攻撃を.

計画 していた として、11人 を逮捕 した。2000年9月 、軍事政権は広 く尊敬 されてい るラン

グーンの77歳 の弁護士チェイ ン ・ポーに対 し、外国の出版物の裏表紙に反政権の書 き込み

を して配ったとして、有罪判決 を下 した。政権は この容疑を裏付 ける証拠 を何 ら提示 しな

か ったが、チェイ ン ・ポーは懲役14年 の刑 に処せ られた。チェイ ン ・ポーは本年初頭 に釈

放 されたが、お よそ6ヵ 月後 に死亡 した。

政権は 日刊紙 、お よび、国内のラジオ とテ レビの放送施設 をすべ て所有 し、支配下に置

いている。 これ らの公式メデ ィアは軍事政権 の宣伝機関 となってお り、通常は批判 目的 を

除 き、反対意見を伝 えることがない。唯一の部分的例外である 「ミャンマー ・タイムス」

は、ラングー ン在住の外国人向けの高価 な英字週刊紙で、国連お よびその他機 関に よる政

権 の政策に対する批判について、時折報道 しでいる。

「ミャンマー ・タイムス」 を含 め、すべての民間出版物 は引 き続 き、国家検閲審議会に

よる事前の検閲に服 さなけれ ばな らなかった。検 閲審議会 の承認 を得 るために時間が必要

なこともあ り、民間の定期報道刊行物は一般的に月刊誌 となっていた。 しか し、1996年 以

来 、政権は週刊誌 について、移転可能な事前検閲の免除を認 めている。 その結果、週刊の

タブロイ ド版が多数生 まれ た。政権 の統制によ り自主検閲が促 され ているため、出版物は

概 して、内政ニュース を取り扱 っていない。

輸入出版物 は原則的 に、国家検閲審議会による事前検閲に服 してお り、国家検閲審議会

の承認を得ない出版物 の所持 は、依然 として重大犯罪 とされた。 民主化 を唱える書籍が絡

む事件 については、本年中の2件 を含め、.懲役刑が言い渡 され ている。政権 はまた、外国

の定期報道刊行物 の合法的輸入 も制限 し、外国の定期刊行物の購読 を控 えさせ る措置 を講

じた。 しか し、ラングーンでは外国の新聞を購入することができる。2000年8月 まで、 こ

のよ うな外国の新 聞 ・雑誌は到着時に空港で検 閲を受 けるのが常であったが、2001年 か ら

は検閲な しで配給 されている。
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1997年 以来、政権 は外国のジャーナ リス トにほ とん どビザ を発給せず 、政治問題 につい

ては、数回の記者会見 しか行 っていない。 ジャーナ リス トはブ ラックリス トに載せ られ る

こ ともあった。 これまで、旅行者 として入 国 した数人 のジャーナ リス トが政権 によって拘

留 され、国外追放 させ られている。本年中、政権はよ り頻繁 に記者会見を開 くよ うにな り、

以前 にブラ ック リス トに載せ られた者 を含 め、外国のジャーナ リス トを国内に招 いた。 ケ

ーブル ・ニ ュース ・ネ ッ トワー ク(CNN) 、英国放送協会(BBC)お よびその他外国の報

道機関は本年 中、 ビルマ国内か ら報道を行った。 しか し、政権は10月 、オース トラリアの

ダ ウナー外相 の ビルマ訪問を報道 しようとしたオース トラ リア人記者に対す るビザの発給

を拒否 した。

貧困の蔓延 、低い識字率およびイ ンフラの不備 により、ラジオは引き続 き、最 も重要な

マス メデ ィア となった。定期報道刊行物が都 市部以外で流通す ることは稀 であった。軍事

政権は2つ の国内 ラジオ局を独占 し、その放送 内容 を統制 しつづけた。BBC、VOA、 ラジ

オ 自由アジアお よび民主 ビルマの声など、外国のラジオ雌送は引き続 き、検閲を経ないも

の として主要な情報源 となった。

政権はすべて の国内テ レビ放送 を独 占 し、厳 しく統制 した。テ レビのチ ャンネルは政府

系 と軍隊系の2つ の局 に限られていた。 しか し、政権は2001年 、新規免許の購入を認める

こ とによ り、外 国の衛星テ レビ放送受信 に対す る規制 を緩和 した。 これ までは新規免許の

取得はできず、無認 可の衛星テ レビ受像機の操作は、3年 以下の懲役お よび/あ るいは罰金

の対象 となる犯罪 とされ ていた。 「テ レビ ・ビデオ法」は、国家検 閲審議 会の承認 を得な

い ビデオテープの発表、流通あるいは所持 を犯罪 と規定 している。軍事政権 は電子 メデ ィ

アヘ のアクセス を体系的に規制 した。すべ ての コンピュータ、 ソフ トウェアお よび関連あ

電気通信 装置 は政府へ の登録 を義務づけられ 、未登録機材 の所持 は懲役刑 の対象 となって

い る(第1節 £を参照)。

防衛省 は知 られ てい る限 り、国内で唯一のインターネ ッ ト・サーバーを運営 し、小数 の

顧客に対 して高価 で限定的なイ ンターネ ッ ト・サー ビスを提供 してい る。年内には、サイ

バー ・カフェと銘打 ったカフェがオープン したが、イ ンターネ ッ トヘのアクセスはできず、

CD-ROMや その他のゲームが利用できるのみである。

政権は学問の自由を厳 しく制 限 しつづけた。大学の教員 と教授は引き続 き、他の政府職

員 と同 じく、言論、政治活動お よび出版の 自由に関す る規制 に服 した。高等教育省は 日常

的に、政権を批判 しないよ う教員 に警告 した。同省 はまた、教員 に対 し、勤務 中に政治の
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話 を しない よう指示 し、政党へ の参加あるい は支援、または、政治活動への関与を禁 じる

とともに、外 国人 と会 う場合には、事前に同省の承認 を得 るよう義務づ けた。すべ ての政

府職員 と同様、教授 と教員 は政権 の大衆動員機 構であるUSDAへ の加入 を強制 された。あ

らゆる レベルの教員 はまた、その学生の政治活動についての責任 を問われつづけた。

2000年6月 から7月 にかけ、政権 は、大規模 な学生デモを受けて1996年 に閉鎖 された高

等教育機 関の うち、閉鎖が続いていた ものを再開 した。 しか し、政権は学生動乱の可能性

を低 めるため、多 くの特別措置を講 じた。 キャンパスは比較的離れた場所へ移動 され、教

員 と学生 は、騒乱 に対 しては厳 しい対応 を行 うとの警告を受けたほか、キャンパス内の寮

が閉鎖 されたため、大学生の生活は支障をきた した。教育の質はひ どく低下 したため、多

くの学生が独学あるいは個人授業の継続 を選択 した とい う証拠が見 られ る。政権は、国内

の数少ない民間学術機関 と、その教育内容 を厳 しく統制 した。

b.平 和的集会お よび結社 の自由

法律 は集会 の 自由を制限 してお り、政権は事実上、 これを禁 じている。 ある条例は正式

に、5人 以上の戸外での無認可集会 を禁 じてい るが、この条例 については一貫 した執行が行

われていない。既存 の10の 政党はまた、メンバーの会合 を開 く際、政権からの許可 を求 め

るよ う義務づ けられているが、政権か らの許可のない会合 も実際に行われた。

軍事政権は、1990年 に選 出された国会の開会を妨げるとい う、10年来の政策 を継続 した。

本年 中、政権は野党第1党 のNLDの 活動に対す る規制 を緩め、300ヵ 所あるNLD事 務所の

うち90ヵ 所の再開を認めた(第3節 を参照)。

2001年5月 か ら9月 にかけ、政権はシャン州都近郊 の郡 区にある 「民主化のためのシャ

ン民族連合(SNLD)」 の事務所3ヵ 所 を強制的 に閉鎖 した。2001年9月 、政権はSNLD議

長 に対 し、地域 当局の指令 を無視 して、通常 どお りの活動 を続 けるよう告げた とされ てい

る。

政権は これ まで、武力を用いて民主化要求デモを阻止 し、民主化要求デモお よび会合め

参加者 と組織者を処罰 し、 このよ うなデモを計画あるいは組織 した と見 られ る容疑者 の拘

留 と投獄 を行って きた。年 内には、このよ うな例の報告はなかった(第1節c。 を参照)。 し

か し、ア ウン ・サ ン ・スー ・チーが ラキネ州を訪れた際、政権は一般市民が同人に会いに

来 るのを妨 げよ うとした。戸外での政治集会はすべて違法だ とい うのが表向きの理 由であ

った。SPDC系 列の組織は、アウン ・サン ・スー ・チーり愛国心を疑問視す るチ ラシを配布
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し、一般市民に同人への何 らかの支持 を示 さないよ う促 した。政権は街路を封鎖 し、市民

に外出 しないよ う命 じた。 同人が年 内にモ ン州 とシャン州 を訪問 した際 も、NLDは これ ほ

ど目立たないものの、 同様 の嫌が らせ を受 けた(第2節d.を 参照)。

政権は時折、宗教団体メンバーの集会 にも介入 した(第2節c.を 参照)。

政府は特に野党第1党 のNLDメ ンバーにつ き、結社 の自由を制限 した。政府による事前

認 可なしに、5人 以上が戸外で会合を開 くことは法律で禁 じられている。政権はこれまで、

NLDが 一定の重要な党の行事の際 に公 の集会 を開 くことを認 めてきたが、集会の規模 と参

加 できる個人を制 限 した。例えば、NLDは2001年9月 、CRPP3周 年 を記念するセ レモニ

ーを開いたが
、政権は軍事諜報局(MI)要 員にNLD本 部 を包囲させた。2000年 、政権は

ア ウン ・サン ・スー ・チー が党の会合 に出席するため、ラングー ンに移動す るのを阻止 し

た。政権は年内、NLDの 活動に対するこれ ら制限をほ とん ど撤廃 したが、相互の合意によ

り、NLDは 政権を刺激 しない よう、大規模な集会の開催を控 えた。

2000年10月 にアウン ・サ ン ・スー ・チー と軍事政権の話合いがスター トして以来、強制

的辞職 もリコール動議 もまった く報 じられていない。政権が支配す るメデ ィアは反NLDキ

ャンペーンを停止 し、政権はNLDの 政党活動 に対す る制限 を一部緩和 した。

概 して、結社の権利 はr保 安林環境開発 ・保全協会」な どの業界団体お よび同業者団体

を含 め、政府が認可 した組織についてのみ存在す る。非宗教的な非営利組織はごくわずか

であ り、それ も政府の政策 に沿って行動す るよ う、細心の注意を払 っていた。合法的な政

党は10あ るが、その ほとん どは活動停止状態にある。

c.信 教の自由

1974年 憲法は以下のよ うな規定で、信教の 自由に対する制限を認 めてい る。 「国内の各

民族は、その宗教 を公言す る自由を享受す るものとす るが…かかる何 らかの自由の享受が、

法律あるいは公共の利益 を損なわない ことを条件 とす る。」 当局に正規の登録 を行 ったほ

とん どの信徒は一般的 に、 自らが選 んだ とお りの崇拝 を自由に行 うことができるが、政権

は一定の宗教活動に対す る制限を設 けている。実際の ところ、政権は仏教の憎侶が人権お

よび政治的 自由を促進す る活動 を規制 し、い くっかの少数民族地域では、その他 の宗教 よ

りも仏教を強制的に促進 した。

広 く浸透 した政権 の国内治安機構は事実上、一宗教団体を含 むあ らゆる組織の会合や活動

に忍び込んだ り、 これ を監視 した りしようとした。宗教活動家 と宗教団体 も、表現の 自由
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と結社の 自由の制 限に服 した。 さらに、政権 は宗教的出版物 を含め、あ らゆる出版物 の統

制 と検閲 を行 った(第2節a.を 参照)。

政府の指令はr真 正な」宗教団体の登録 を免除 してい るが、実際の ところ、財産 の売買

や銀行 口座 の開設 を認 め られ たのは登録団体のみであった。また、政権は公認宗教 に対 し、

優 遇料金 で公益施設 を提供 した。正式な国教 はないが、政権は多数派の宗教であるセ ラバ

ダ仏教を優遇 しつづ けた。例 えば、政権はラングー ンの国除セ ラバダ仏教伝導大学 の建設

に資金を提供 した。国が統制する報道機 関は、軍事政権 のメンバーが仏教僧 に敬意 を表 し

た り、国内全土のパ ゴダで寄付 を行った り、仏教寺院の建設 あるいは改修のために資金 、

食糧お よび無償労働 を提供す る表向きは 自発的な 「人民の喜捨」 を組織 した りす る様子 を

頻繁 に伝 えた。仏教の教 えは引き続 き、国が義務づけるすべての小学校 のカ リキュラムに

組 み込まれていたが、各児童は原則的に、仏教 の授 業を受けない ことを選択す ることもで

きた。政権の職員が仏教徒 と非仏教 との双方に対 し、仏教の寺院 あるいは記念物の建設、

改築あるいは維持 を目的 とした国家後援 プロジェク トに金銭 、食糧 あるいは無償労働 を提

供 するよう強制 した とい う報告が相変わ らず多かった。 しか し、本年については、パ ゴダ

の建設を人々に強制 したとい う報告は関知 していない。

政権は仏教僧(サ ンガ)の 統制 を試みている。政権は軍司令官に対 し、 「仏教 と矛盾 し、

これ を害する活動」のか どで仏教僧 を軍事法廷 で裁 くことを認 めるとともに、仏教僧 に刑

罰 を伴 う行動規範 を課 した。軍事政権はまた、仏教僧 の表現 の自由 と結社の 自由を特別に

制 限 しち(第2節 乱を参照)。 軍事政権 は、国家聖職者調整委員会(San帥aMahaNayaka

Committee,SMNC)の 権威 に服す る9つ の国家公認僧侶団以外 の僧侶組織を禁止 した。政権

はすべての宗教の聖職者について、何 らかの政 党のメンバー となることを禁 じている。

政権 は引き続 き、少数宗教団体による建設、教育お よび改宗活動を規制 した。

キ リス・ト教団体が新 たな教会の建設許可 を得 ることは・依然 として困難であった。政権

はカチン州都 ミイ ッチーナな どの都市の主要道路沿いに教会 を建設する許可を与えなかっ

た模様である。 ラングーンでは2001年 、当局が80ヵ 所以上の家庭教会 を閉鎖 した。運営

者 が宗教会合 を開 くための適切な認可を得ていない とい うのがその理由であった。本年 に

つ いては、 当局が家庭教会 を閉鎖 した との報告 はない。

本年 中、イ スラム教徒は実質的に、いかなるモスクの新築 も禁 じられた との由である。'

2001年 初頭、ラキネ州の地方当局は、無許可で建設 された との理 由で、約40ヵ 所のモスク

の取 り壊 しを予定 していた。UNHCRの 要請で当局が介入す るまで、13ヵ 所のモスクが取
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り壊 された。モ スクが再建 されない ようにす るため、跡地には政府所有の建物、僧院およ

び仏教寺院が建設 された。

国内の ほとん どの地域では時折、キ リス ト教 とイスラム教の団体が裏通 りやその他 の 目

につ かない場所 に、小 さな協会やキスクを建設 しよ うとした。 これ らは通常、予定通 り1ピ

建設 された ものの、地方当局による非公式 の承認 しか得 られなか った。 これ ら団体の報告

によれぱ、正式な要請は長い時間を要 し、 しかも承認 されないのが普通である。

公共セ クター の高級 レベルでは、政府 が非仏教徒 を差別 してい る。 閣僚 レベルの政府職

員 で仏教徒でない者 は1人 だけであ り、1990年 代以来、軍隊で将官の地位 に就いたことが

知 られてい る非仏教徒 も、この同一人物(准 将)の みである。政権 はイス ラム教徒 の入隊

を嫌 っているだ けでなく、中位階級以上への昇進 を望むキ リス ト教徒お よぴイ スラム教徒

の軍将校 に対 しては、上官が仏教今 の改宗 を促 した。チン州 など、一部の少数民族地域で

は、sFDC軍 が ビルマ人の兵士に対 し、チン人の女性 と結婚 し、これ にビルマ語 を教 え、仏

教 に改宗 させ るよ う、金銭面お よび キャリア面でのインセ ンテ ィブを提供 した との報告 も

ある。

政権はあ らゆる聖職者 に改宗活動 を しない よ う促 している。 こ うした規制 によって最 も

大きな影響 を受 けているのは、キ リス ト教やイスラム教などの福音宗教である。政権は一

般的 に、ほ とん どすべての外国人 宣教師を国外追放 し、あらゆる民間の学校 と病院 を国有

化 した1960年 代半ば以降、外国の常駐宗教使節 団が国内で活動するこ とを認 めていない。

世俗の出版物 と同様、宗教的出版物も統制 と検閲の対象 とな りつづけた(第2節a.を 参照)。

聖書 とコー ランの現地語版は合法的 に輸入できなかった。政権の許可があれ ぱ、現地語版

の聖書を国内で印刷することはできた。

これまで、カ レン州 のパアン郡 区では、SPDCの 部隊がい くつかの教会で 日曜 の礼拝を終

えた若い男性 を繰 り返 し運搬人 として徴用 し、教会に行 けな くした とす る信頼できる報告

がな され ていた。 将校が指揮する兵士たちは、キ リス ト教の礼拝 と祝賀行事 を繰 り返 し混

乱 させた。2000年 には、地方政府職員がキ リス ト教徒 のチン人に対 し、,キリス ト教徒を軽

蔑す る新任 の仏教僧の説法会に参加するよ う命 じた との由である。 また、キ リス ト教徒の

チン人が、仏教の学校 と僧院に通 うよ う圧力をかけられただけでな く、仏教への改宗を促

された との報告 もある。地方政府職員は、チン人のキ リス ト教徒の子 どもを、無償 の世俗

教育 を施す ≧の名 目で親か ら引き離 した とも伝 えられ ている。 これ らの子 どもたちは仏教

の僧院に寝泊 りし、親の知 らない うちに、その同意な く、仏教教育 を受 け、仏教に改宗 さ
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せ られた との由である。報告に よれ ば、政権 はチン人 を仏教に改宗 させ るた めに用いたの

と同様 の方法で、ナガ人に仏教への改宗を強要 しようとした。

一般市民 とビルマ永住者 が携 行を義務づ け られてい る政府尭行 の身分証明証 には、信仰

す る宗教が記載 され るこ ともあった。宗教 を身分証明証に記載す るか否 かを律す る一貫 し

た判 断基準はないよ うである。一般市民はまた、パスポー トなど、一定の正式な申請書に

信仰す る宗教を記載す るよう義務づけられている。

より詳 しい情報 については、 「2002年国際信教の自由報告書」を参照の こと。

r
L㌧

叱

d.国 内の移動、外国への旅行、移住お よび帰国の自由

政権は移動 の自由を規制 している。ほ とん どの一般市民は国内 を旅行できたものの、そ

の動 きは監視 され、地方の職員にその所在 を連絡するよ う義務づけ られた(第1節 £を参照)。

武力紛争地域での移動は制限 された。都市 と農村の住民は移転の対象 となった。

野党の指導者 もこれ まで、移動の自由を厳 しく制限 されてきた。1995年 か ら2000年 にか

け、軍事政権がNLDの 書記長 アウン ・サ ン ・スー ・チーにラング}ン を出るこ とを許可 し

たのは、僧院 を訪問 した ときの1回 だけであ り、5月6日 まで同人 は自宅軟禁状態 にあった。

政府は原則 として移動および結社の 自由を認 めることで、』ア ウン ・サ ン ・スー ・チーに対

す る制約 を緩和 したが、いくっかの制限は残 され た。5月 の 自宅軟禁解 除以来、ア ウン ・サ

ン ・スー ・チーはモン、シャンおよび ラキネの各州のほか、マ ンダ レー、マ グウェお よび

イ ラワジ管区も訪れた。一般的に、・日本 とオース トラリアの外務大臣を含 め、外国か らの

訪問者 との面会 も許 されたが、政府 はマ レーシアのマハテ ィール首相にも、マ レー シアの

外務大臣にも、8月 のビルマ訪問時 に同人に会 うことを認 めなかった。ア ウン ・サン ・スー ・

チー とNLDは また、.国内各地を同人が訪問 した際、政府系の集団による嫌が らせを受ける

ことがあった(第2節b.を 参照)。 本年 中、政権は最高幹部 を含め、すべてのNLDメ ンバ

ーに対す る移動の制限を緩和 した。刑務所 から釈放 されたNLD国 会議員 当選者 は、自らの

選 挙区とラングー ンの間を行 き来 し、NLD指 導者 との調整 を行 うことができた。

政権は年 内、バ ングラデシ三との国境 の警備 を強化 レ、 ラキネ州 内のイ スラム教徒 ロヒ

ンギヤ人の移動を さらに制限 しよ うとす る政策 を実施 した と伝 え られている(第6節c.を 参

照)。

政権 は外国か らのビルマ人国外追放者の受入れを拒んだが、・タイか らの不法移民約4,000

人 の帰国は受け入れた。政権は船の沈没あるいは船主の破産によって外国の港 に取 り残 さ
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れた ビルマ人船員に対 し、必要書類の発給を拒 んだ と伝 えられてい る。

政権はまた・外国ぺ の旅行計画 を厳 しくチェ ックした。 このよ うな取締 りは、多 くの申

請者 に多額の贈賄を余儀 なくさせ、腐敗蔓延 の温床 となった。パスポー ト発給のための賄

賂 は、時には3,000ド ル(約360万 チャ ッ ト)に も上ったが、 これは平均的国民の給与10

年分以上に相 当す る。パスポー トー申請 を審査す る政府 の審議会は、政治的理由でパ スポー

トの発給を拒んでい る.パ スポー トを受給 したすべての大卒者(一 部の政府職員を除 く)

は、その教育費を政権 に返還す るとの理由で、特別の手数料支払い を義務づけ られた。合

法的に外国へ移住 した国民は原則 的に、親戚に会 うための帰国を許 されたが、不法に外国

に居住 し、外国国籍 を取得 した者でも、帰国を認 められたケースがある。

華僑、アラカ、ン人、イ スラみ教徒な ど、市民権法の規定を満た さない住民は、事前の許

可がなけれ ば、国内を移動 できない。1990年 代半ば以来、政府 は女性の一般市民に対す る

パスポー トの発給 も規制 レてい る(第5節 お よび第6節 £を参照) 。

政権はラングーンに駐在する外国の外交官 と国連の外 国人職 員に対 し、事前の許 可な し

に首都の外に出ることを禁 じた。外国人か国民かを問わず、すべての住民は ビルマを去る

ために認可を申請 しなけれ ばな らなかった。

同国への外国人旅行者への制限 は、観光促進へ の取 り組みの一環 として緩和 された。 ビ

ル マ大使館は一般的 に、申請か ら24時 間以内で1ヵ 月有効の観光 ビザを発給するようにな

った。 しか し、外 甲の人権擁護活動家、ジャーナ リス トお よび政治的人物な ど、一定カテ

ゴリーの申請者 は、政権が受 け入れ られるスポンサーの後援 、あるいは、政府 が認めた 目

的 により入国するのでない限 り、 ビザ発給を拒否 され るのが通常であった。

ビルマには多数の国内避難 民(IDP)が 存在す る。タイに本部を置 くNGOは 、政権が25

万人以上の人々を故郷の村や地区か ら、タイ国境沿い、あるいは、その近辺へ と強制移転

させたと見ている(第5節 を参照)。 これ らNGOの 推計 によれば、SPDCに よる移転先地

域 に居住す るIDPは35万 人 を超えてい る。

年内には、カ レン、カヤーお よびシャンの各州 における軍事行動 中を含め、軍は引き続

き、数千人の村人 を虐待 し、その故郷か ら追い出 した(第1節 £を参照)。1月 、FAIの報告

によれば、75歳 のシャ ン人男性 は、SPDC軍 と統一 ワー州軍(UWSA)が その土地をすべて

没収 し、村人を逮捕 し、家 を略奪 し、多 くの女性 をレイプ し、 自分達を村か ら追い出 した

ため、自分 と家族はタイヘ逃れた と述べた。同人によれば、500～600人 のUWSA兵 士がこ

の地域を占領 してお り、同人は所有す る林地、果樹園お よぴ田畑の損失にういて、何 ら補
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償を受けなかった。

イラワジ管 区の広いカ レン人居住地域な ど、これまで紛争 の被害を受けてきた少数民族

地域 では、軍の検 問所 が増え、軍の諜報員 による監視 が強化 され、'駐屯部隊が増強 される

な ど、人の移動に対す る統制が さらに厳 しくなった。 国境地帯の検 問所では、あ らゆる国

籍の人々か ら 「非公式税」、すなわち賄賂が徴収 され た。 ラキネ州 では、イス ラム教徒 の

み を対象 とする検査 と検問が多かった(第5節 参照)。

嫌 が らせ 、抑圧へ の恐怖 、お よび、社会経済状況の悪化によ り、多 くの一般 市民 は引き

続 き、隣国その他への避難 を余儀 なくされた。少数民族が居住す る国境 地帯では、政権が

強制労働 、土地没収 、食糧の強制的供出お よぴ強制移転の政策 を実施 しつづ けた。 こ うし

た政策 により、 タイ、中国、イン ドな どの近隣諸国には、数千人の難民が流入 した。カチ

ン州からのある報告 によれば、2001年5月 、SPDC軍 がナガ分離主義者に対す る攻撃 を開

始すると、3,000人 のナガ人村民が ビルマか らイ ン ド北東部へ と逃れた。治安部隊は村の焼

き討ちを繰 り返 し、村人が帰って来 られないよ うにするために地雷を敷設 した。

シャン州の厳 しい状況 により、タイヘの難民流出が起 こった。未確認 情報に よれ ば、年

内にはお よそ1万 人のシャン人がタイに逃れた可能性 がある(第1節fを 参照)。 一国境地帯

の難民キャンプにはおよそ15万 人の難民がいる。この1うち、少 なくとも13万5,000人 のカ

レン人、モ ン人お よびカ レニ人がタイの難民キャンプで暮 らしている。加 えて、タイ には

キャンプに住んでいないシャン人難民が数 万人いる。西側の国境では、イスラム教徒の ロ

ヒンギヤ人2万2,000人 がバングラデシュの難民キャンプに留まっている(第5節 を参照)。

難 民 としての正式 な書類を持たず、ラキネ州の難民キ ャンプ以外で暮 らす ロヒンギヤ人は

10万 人を超 える。 さらに、 ラキネ州に戻った ロヒンギヤ人 によれば、移動 と経済活動 の能

力は政府によって制約 されている。

政権は難民に対 して も、外国か らの避難 民に対 して も、 ビル マ国内に再定住 した り、庇

護 を求めた りす ることを認めず、難民についても、亡命 についても、第1庇 護についても

政策を策定 していない。年 内については、同国に正式 に庇護 を水めた者がいる との報告は

ない。強制送還 にっいて も報告がなかった。

第3節:政 治的権利の尊重:政 府 を変更す る市民の権利

国民には政府 を変更する権利がない。軍事政権は1990年 に選出 された国会の開会を阻止
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しつづけた。

1962年 以来、中央政府 と地方政府の双方において、現役の軍幹部が要職 を独 占している。

1988年 以降は、軍事政権がすべての国家権力 を掌握 している。政権の全メンバーは現役の

軍幹部であるほか、軍事政権は現役 あるいは退役将校 を全省庁のほ とん どの要職 に就 けて

い る。本年末時点で、現役あるいは退役将校け閣僚 レベルのポス ト39の うち、37の ポス ト

を占めている。

1990年 選挙でNLDが 勝利 した後 も、軍事政権 は選挙結果の実施 を拒み、多 くの当選候補

者の資格剥奪、拘留 あるいは投獄 を行った(第1節d.お よびe.を 参照)。 ビルマを離れた議

員 当選者 も多かった。1993年 か ら1996年 にかけ、同国の政治機構 において支配的な役割 を

軍 に与えよ うとす る新憲法の草案作 りへの取 り組みが行われたが、これ が頓挫 した後 も、

軍事政権は体系的な強制 と脅迫により、国民が政府 を変更する権利 を拒みつづ けた。

1998年9月 、NLDの 指導部は、軍事政権 が国会全体の召集 を拒んセいることに鑑み、1990

年 の国会議員 当選者 の うち生存 してい る者 の過半数 か らの書面に よる権 限委譲 に基づき、

CRPPを 組織 した。この委員会は、国会が召集 され るまで、これ に代わって行動す る権限を

与 えられた。 軍事政権は報復措置 として、NLDを 正式に禁止せずに これ を破壊すべ く、持

続的かっ体系的なキャンペーンに乗 り出 した。当局は数千人のNLDメ ンバー と地方職員 に

辞任す るよ う圧力 をかけるとともに、国内全土の党事務所を閉鎖 した。 また、軍の諜報要

員 は1998年 、国会議員 当選者200人 以上を拘留 した。本年末時点で、計19人 の国会議員

当選者が依然 として収監 されている。AAPPに よれば、これ ら国会議員ゐ うちの2人 は、1990

年 か ら服役 してい る(第1節 己を参照)。

1999年10月 、複数政党制民主主義総選挙委員会は、1990年 に国会議員に選 出 されたNLD

メンバー392人 の うち、依然 としてNLDメ ンバーである議員当選者 は92人 にす ぎない と発

表 した。委員会によれ ば、105人 が国会議員 を辞 し、139人 が委員会によって資格 を剥奪 さ

れ 、27人 がNLDを 離党 し、31人 が死亡 した。 これに対 し、CRPPは2000年9月 、公開議

員 当選者485人 の うち、433人 の支持を得てい るとした。

2000年 の暮れ、国連特使 ラザ リ ・イスマイルの呼びかけを受け、政権がア ウン ・サ ン'・

スー ・チー との話合い を開始 した結果、NLDに 対す る規制がある程度緩和 され た。NLDは

その後、r通常の政党活動の一部 を再開す ることができた。NLDと ア ウン ・サ ン ・スー ・チ

ーに対す る報道機 関の攻撃は収まった。 しか し、政権は2000年 以来、NLDと の実質的対話

を行ってお らず、本年末時点で収監中の政治犯は1,000人 を超えている。
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女性 は軍の指導層か ら排除 されている。政権 メンバーにも、閣僚にも、最高裁判事にも、

女性はいない。

一定の少数集団のメンバー もまた
、完全な市民権、および、政府 と政治 にお ける役割 を

否定 されている(第5節 を参照)。

第4節:人 権侵害の申立ての国際機関と非政府組織による調査に対する政府の態度

政府は国内の人権機 関に独立の活動 を認 めず、その人権遵守状況の外部か らの精査にっ

いては概 して敵対的であった。

外国人ジャーナ リス ト、NGOス タッフ、国連機 関スタッフお よび外交官 の移動に対す る

制 限、政権によるかか る外国人の動 きの監視、外国人 との接触 に関す る一般市民への頻繁

な尋問、国民の表現 と結社 ゐ自由に対する制限、な らび に、政府に よる人権侵害に関す る

情報 を外国人に漏 らした国民 を逮捕す るとい う慣行はすべて、人権侵害に関する情報 を収

集 あるいは調査するための取 り組みを妨げた。刑務所や少数民族地域 におけるものをは じ

め、人権侵害の報告は、それ らが発生 した とされ る時点か ら数 ヵ月あるいは数年後になさ

れ ることが多 く、裏付けが取れ ることは少ない。

ビルマ国内ではお よそ25の 非政治的な国際人道NGOが 活動 している。その他、国内で

の恒久的活動を確 立す るために必要な長々 とした交渉を続けなが ら、暫定的なプ レゼンス

を確保 してい る組織 もわずかながらある。2001年 か らは、国際NGOが 自らの費用負担で、

政府省庁の代表 を現場訪問に付 き添わせなければならない こともあ る(第1節 £を参照)。

政権は本年中、国連の特別報告者パ ウロ ・セルジオ るピニェイ ロに対 し、3回 の ビルマ訪

問を許可 した。 ピニェイ ロはその報告書で、好ま しい変化の例 をあげるとともに、政権、

野 党、市民社会 メンバーおよび国際社会 と協力 して、同国内の人権促進に努 めることを誓

約 した。 同人は集会、結社 、表現お よび移動の基本的 自由の否定 を含む問題点 も指摘 し、

これ らの点 を是正す るよ う政権 に促 した。 同人はさらに、東部 のカ レン州 とカヤー州、南

部 のシャン州、北部のサガイ ン管 区、ラキネ州お よびチン州 の紛争地域に暮 らす 「国民の

人権の重大な侵害jも 伝 えた。

政権は2001年 、内務大臣を議長 とし、警察長官をメンバーに含む人権委員会の創設 を発

表 した。 ラングー ンではオース トラ リア政府の後援に より、人権侵害 を専門に取 り扱 うワ

ー クショップも数度開催 された
。
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第5節:人 種、性別、障害、言語 あるいは社会的地位 に基づ く差別

軍事政権 は命令 による統治を続 け、差別 に関す るいかなる憲法規定による拘束も受 けて

いない。

女性

配偶者の暴力を含 め、女性 に対する家庭 内暴力は、比較的少 ない と見 られ るものの、デ

ー タはほとん ど存在 しない
。政権は配偶者 の暴力 について も、家庭 内暴力について も、統

計 を発表 しなかった。夫婦は大家族 の中で暮 らす ことが多 く、社会的圧 力が妻 を虐待か ら

守 る傾向にある。

レイプは違法である。 しか し、配偶者間の レイプは、妻が12歳 未満の場合 を除き、犯罪

とされていない。政権 によれ ば、 レイプは人 口の多い都市部 では広 く見 られないものの、

僻地ではより頻繁 に発生 している。政府 はレイプに関す る統計を発表 していない。

売春は法律で禁止 されてお り、懲役3年 の罰則がある。 しか し、特にラングーンのr境

界の町」や 「新 しい町」 の一部では、売春 が問題化 してい る。 これ らの町には主 として、

ラングーンの旧市街 か ら強制移転 させ られ た貧困世帯が暮 らしている。 多数の売春婦が投

獄 され、収監中に しば しば虐待を受 けた とす る信頼で きる情報がある。ある推計 によれば、

マンダレー刑務所だけで も、売春で拘留中の女性 は常時400人 に上る と見 られ る。

セ クハ ラを禁止す る法律 はない。

概 して、女性は伝統的 に、高い社会的 ・経済的地位 を有 し、男性 と同 じ基本 的権利 を行

使す る。伝統文化に従い、女性は婚姻後 も名前を変えず、家計 を切 り盛 りす ることが多い。

しか し、ほとん どの伝統的な男性の職業では、女性の数が極 めて少なく、軍将校な どい く

っかの職業では、女性 が事実上、排除 され る状態が続 いている。農村部で広がっている貧

困は、不当に大きな悪影響 を女性 に及 ぼ してい る。女性 は一貫 して、同等 の労働に対す る

同等 の支払いを受けていない。法律上、女性 は26週 間までの出産手当を受 ける権利がある

が、実際の ところ、この手当は支払われないこ とが多い。

独立 した女性の権利組織 はない。社会福祉省 の国家女性問題委員会は、女性 の利益 の保

護 を担当 している。政府 と少 なくとも1つ のNGOが 、元売春婦向けの学校およびその他の

社会復帰プログラムを運営 している。政府 の統制下にある 「ミャンマー母子福祉協会」は、
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母親 に援助 を行 っている。働 く女性のための同業者 団体 「ミャンマー女性起業家協会」は、

新たな事業 を始める女性に貸付 を行っている。

子 ども

政権は依然 として、公教育 に最小限の資源 しか配分 していない。入手 できる最新の統計

によれば、文民教育のための政府支出は本年中、合計でも国内総生産(GDP)の1%に 届 か

ず、実質ベー スで1990年 か ら70%以 上減少 している。国連の援助で行われた政府 の調査 に

よれば、第4学 年を修了 した子 どもの割合は都市部でわずか37%、 農村部に至 っては22%

にす ぎなかった。本年 中は、政権が保健 ・教育予算 を軍事予算へ流用 し、正規 の学校 と非

正規の学校の授業料 が ともに引き上げられたこ ともあ り、就学率 と学業成績は低下を見た。

教員の月給は平均でお よそ7ド ル(1万 チ ャッ ト)と 、生存賃金を大き く下回 ったため、多

くの教員 は経済的必要性か ら、退職を余儀 な ぐされ た。初等教育 レづル でさえ、子 どもを

学校 に通わせ るこ とができるのは比較的裕福 な家庭 のみである。少数民族地域では、政権

が しば しば、現地語での教育 を禁止 した。教員 に非公式の支払いができる家庭がほ とん ど

ない一部の地域 では、概 して教員が出勤せず、学校 が機能 しな くなっている。教育は正式

には独 占状 態にあるにもかかわ らず、政府 による軽視 を見かねて、民間機関が教育への援

助を提供 し始 めている。

子 どもはまた、軍事政権がます ます保健を軽視 していることか らも、大 きな影響 を受 け

ている。軍事政権 は教育支出よ りも急激に政府 の公共保健支出を削減 した。1998～99年 の

政府 の文民保 健支 出はGDPの0.3%に すぎなかった。国連機 関の後援 による1997年 の政府

調査によれ ば、・平均で1,000人 の子 どもの うちB1人 が、就学年齢である5歳 に達す る前に

死亡 してお り、また、農村部で医師が出産 に立ち会 うのは10件 にi件 にすぎなかった。同

じ調査に よれ ば、3歳 未満の子 どもの37%が 栄養不良に陥ってお り、B%は 深刻 な栄養不

良状態 にある。世界保傳機 関は ビルマの保健システムを極めて劣悪 と見な している。

子 どもの虐待は法律で禁 じられている。政府 によれ ば、子 どもの虐待 は大きな問題 とな

っていないが、政権は これを裏付ける統計を発表 していない。

子 どもの売春、および、売春 目的の少女の人身売買(特 にタイに送 られた り、誘 い出さ

れた りす るシャン人の少女).は 引き続き、深刻 な問題 となっている(第6節fを 参照)。

外見上は義勇兵か らなる軍隊の徴兵年齢は正式には18歳 である。 しか し、当局はラング

ー ンその他の都 市の孤児や ス トリー トチル ドレンを駆 り集め
、強制的に入隊 させているよ
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うで あ る。HRWの10月 の報告 書 「銃 は僕 と同 じ背丈(MyGunWasAsTallAsMe)」 は、

SPDC軍 、お よび、 よ り数 は少 ない もの の、反 政権 武装 集 団へ の子 ど もの 強制 的徴 兵 が広 く

行 われ て い る と指 摘 した(第6節c.を 参 照)。

ワー ル ド ・ビジ ョン、セイ ブ ・ザ ・チル ドレンUK、CARE、UNICEFお よび外 国 政府 な

ど、 い くつ かの 国際NGOと 国 際機 関 は、 ビル マ 国 内で子 どもの権利 を促進 した。

障害者

原則的に、障害者 に対 しては、一時的障害 につき給与の3分 の1を1年 問支給 し、恒久

的障害につ き無税の手当を支給す るとい う公的援助があるが、実際の ところ、援助 は厳 し

く制限 されてい る。建物、公共輸送あるい は政府施設へのアクセス可能性 を義務づける法

律 は内。障害者を支援す る小規模 な組織 はい くつかあるが、ほとん どの障害者 はその福祉

を家族に依存 しなければな らない。退役軍人の障害者 は、得 られ る恩典 を優先的に受 け取

ってい る。地雷の爆発 により、ビルマには手足 を失 った人々が多数いる。

国民的 ・人種的 ・民族的少数者

少数者 に対す る政府 と社会 の幅広い差別 が続いてい る。独立以来、政府 と軍隊にとって

最大の問題であるビルマの数多い少数民族 と多数民族の ビルマ人 との敵対 関係 は、武力紛

争の火種 とな りつづけ、本年中 も深刻な虐待が発生 した。具体的にはSPDC兵 士 と民族武

装集団によるチン人、カ レン人、カ レニ人お よびシャシ人に対する殺害、殴打、拷問、強

制労働 、強制移転およびレイプが報告 されてい る(第1節a.、 第1節c.、 第1節f、 お よび

第1節gを 参照)。

政府 は非 ビルマ人に対する体系的な差別 を続 けた。政権は州立中等学校へ の入学 を国民

に限 ってい るため、イスラム教徒 のロヒンギヤ人 は小学校 よ り先の州立学校 に入学できず、

公務員になる資格 もほ とん ど有 していない。

ラキネ州ではイスラム教徒の強制労働が報告 されてい る(第6節c.を 参照)。

ビルマ の市民権は、祖先か らの同国 との長い関係 を証 明できる者 にのみ完全 に認 められ

てい るため、先住民でない人々(華 僑、印僑お よびイスラム教徒の ロヒンギヤ人な ど)に

は完全な市民権 が与え られず、政府職員 となることを許 されていない。同国西海岸 のラキ

ネ州に住むイスラム教徒の少数民族 ロヒンギヤ人に対 しては、深刻 な法的、経済的お よび

社会的差別が続いた。政府は、同国の極めて制限的な市民権法の規定によ り、1824年 に英
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国による植民統治が開始 され た時点で祖 先が国内に居住 してい なかった との理 由で、ほ と

ん どの ロヒンギヤ人 に市民権 を認 めていない。完全 な市民権 を持たない人々は、国内移動

を制限 されている(第2節d.を 参照)。 これ らの人々また、医学お よび理工分野の一定の

高度な大学プログラムを受 けることも禁 じられ ている。

少数民族 は一般的 に、 自らの言語を使用 してい る。 しか し、少数 民族地域 を含 め、政権

支配 下にある国内全 土において、州立学校での教育言語は依然 と してビルマ語 とされてい

る。少数民族地域で さえ、州 立の小中高校 はほとん ど、現地少数民族の言語教育 を行 って

いない。先住少数民族言語の国内出版物はほとんどない。

軍事政権 はビルマ人の集団を様 々な少数民族地域 に移住 させた とす る報告が寄せ られて

い る(第1節 £を参照)。 ビルマ人 と非先住民族集団 との間には民族的緊張がある。これ ら

の民族集団 としては、イ スラム教徒 を多 く含む印僑 、お よび、雲南省か らの移住者がほ と

ん どで、同国北部の経済 に対す る支配を強めつつ、急速に人 口を増 大 させ てい る華僑があ

げられ る。両集団 とも商業志 向が強いため、 ビ～レマ人 よりも豊かで、経済的な力 も強い。

第6節:労 働者の権利

a.結 社の権利

現行 の1926年 労働組合法は労働者 に対 し、政府 の事前承認 を経 た場合のみ、労働組合 の

結成 を認めている。 しか し、ビルマには自由労組は存在せず、軍事政権は1988年 まで存在

していた政府系労組 も解散 させた。

2001年6月 、 .「国際労働会議 の条約および勧告 の適用 に関す る委員会」は再び、結社の

自由に関す る法律 と実践の重大な乖離が続いていることにつ き、深い遺憾の意 を表明 した。

委員会は、同国政府が1955年 に批准 した 「結社の 自由と団結権の保護 に関す る 皿ρ 条約87」

の規定を履行 してい塗い として、政権を非難 した"2001年 、政府代表は委員会で、労働組

合法 は改正中であるが、現時点ではその案文を提示できない と証言 した。

国際 自由労働組合連合(ICFTU)の 報告に よれば、軍は8月 、ビルマ 自由労組(カ ウ トー

レイ教育労働者連合)の 職員を殺害 した。労働組合活動で広 く知 られ る村の長老 ウ ・サ ウ ・

ミヤ ・タンは軍により、運搬人 として強制徴用 された上、反乱軍 による攻撃 に対す る報復

として殺害 された。

ビルマには国際的連携 を有す る労働組合 がない。政府 は、船員雇用規制課 を通 じて外国
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船での働 き 口を見つ けた船員 に対 し、国際運輸労連 との接触 を禁 じた。政権 は しば しば、

外国の港に取 り残 された船員に対 し、必要な書類 の発給 を拒んだ(第2節 己を参照)。

b.団 結権お よび団体交渉権

労働者 には団結権 と団体交渉権 がない。政府の中央仲裁審議会はかって、重大な労働争

議 の解決手段 となっていたが、1988年 から活動停止の状態にある。郡区 レベルの労働監督

委員会は、小規模 な労働問題 を取 り扱 っている。

政権 は一方的に、公共セ クタ」の賃金 を設定 してい る。民間セ クターでは原則的 に、市

場原理に従 って賃金が設定 され る。 しか し、政権 は合弁企業に対 し、閣僚あるいはその他

政府高官 よりも高い給与 を支給 しないよ う圧力をかけてい る。一部の合弁企業は、追加的

な手 当あるいは特別イ ンセンテ ィブ制度によ り、この圧力 をかわ してい る。外国企業は一

般的に、国内の民間セ クター に近い賃金 を設定 しているが、合弁企業に追随 し、追加的な

賃金や手 当を支給 している。

法律によれば、労働者 は一般 的に、ス トを禁 じられているが、一部の労働者 にはス ト権

が認 められている との由である。報 じられている中で最近のス トは2000年 、雇用主が出来

高払いの約東 を撤回 した際に発生 した。 これによ り、30人 の従業員が拘留 されたが、拘留

期間が3ヵ 月に及んだ者 も多かった。すべての従業員は解雇 された。

輸出加工区(EPZ)は 存在 しない。 しか し、ラングーン近郊 のピインマ ビンな ど、軍所有

の特別工業団地は、外 国の投資家 を誘致 している。 も うひ とつの例 として、ラングー ンに

ある2,000エ ーカーのライ ンタヤ工業区があげ られ る。その敷地内では少な くとも4社 の操

業が確認 されている(第6節c.を 参照)。

c.強 制労働 あるい は奴隷労働の禁止

強制 あるいは奴隷労働 は引き続 き、深刻な蔓延状態 にある。刑法は、他者 に強制 労働 を

課 した者に対する処罰 を規定 しているが、知 りうる限 り、 この規定が適用 された事件はな

い。国際オブザーバーは国内全土で、政権が 日常的に市民を建設 ・維持 プロジェク トに強

制徴用 してい ることを確認 している。法律は子 どもの強制 ・奴隷労働 を特定的に禁止 して

お らず、子 どもの強制労働 も大きな問題になっている。

ILOは2000年 、政権が ビルマ国内における強制労働 の 「広範かつ体系的」利用への有効

な対策を講 じていない と判 定 し、史上初めて、すべてのILO加 盟国に対 し、政権 との関係
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を見直 し、政権が強制労働制度 を永続化あ るいは拡大す るために この よ うな関係 を利用で

きないよ うにす ることを呼びかけた。政権は当初、ILOの 措置 と声明を拒絶 したが、本年中

には、同国への訪問 と国内連絡事務所の開設 を認 めることによ り、ILOと の協力 を開始 した。

2月 、ILOの チームは ビルマ を訪問 し、継続的な強制労働 問題への取 り組み を援助す るため、

ラングー ンにILOの 常設事務所 を設置す ることで合意 した。8月 、ILOは 、入1そ の他の機

関が強制労働 とSPDCに よる少数民族虐待の'「多発地点」 としたタイ国境沿いの数 ヵ所の

現地訪問 を開始 した。政権は2001年 、状況調査 のためのIL6ハ イ レベル ・チームによるビ

ルマ訪 問を認 めた。同チームは、政権が強制労働 の利用を削減すべ く 「明確 だがむ らのあ

る」取 り組 みを行 ったが、特に政権 が活発 な軍事攻撃 を仕掛 けている地域では、強制労勤

が依然 として続いてい ると結論づ けた。

人権擁護団体 とILOは 、ラングー ン管 区、ラキネ州およびタイ との国境地帯を含 め、国

内全士か ら強制労働 の申立てを受けつづ けてい る。ICFTUの10月 の報告書 によれ ば、軍は

夫規模な強制労働 の利用 を続 けた。ICFTU、 の報告書は、6,月のAIに よる報告書 「反乱地域

にお ける治安 の欠如」.に含まれていた強制労働 をは じめとす る軍による数多 くの具体的人

権侵害の申立てを反映す るものであった。』AIに よる申立ては主 として、シャン州、カ レン

州 、モ ン州お よびテナサ リム管区の各地に関す るものであった。

ICFTUの 報告に よれば、女性 、子 ども(孤 児や ス トリー トチル ドレンを含む)お よび高

齢者 が強制労働 を要求 されてい る。運搬人 は危険な軍事状況 下で働 か され、稀 に しか治療 ・

を受 けられず、ほ とん ど補償を受 けることがない。 また、強制 労働者 は しば しば殴 られ、

強制労働 させ られた女性の一部 は兵士による レイプあるいはその他の性的虐待 を受 けてい

る。ICFTUは 、軍が本年 中、ILOの 調査チー ムに強制労働 の事実 とその程度にっいて明か

さないよ う一般市民に圧力 をかけた事例 をい くつか報 告 した。政府 当局は しば しば、イ ン

フラ整備 プ ロジェク トでの労働 と引換 えに、金銭あるいは食糧 を供出す ることを世帯 ある

いは個人に認 めたが1農 村部では貧困が蔓延 しているため、ほ とん どの世帯は労働 を行わ

ざるを得 なかった。親 は 日常的1と、家族の強制労働義務 を果たす助 けを子 どもに求めた(第

6節d.を 参照)。SHRFに よれば、2001年6月 、SPDC兵 士は女性 と子 ども108人 を含む250

人の民間人運搬車を強制徴用 したが、その多 くは8歳 か ら16歳 であった。牛乳6缶 を運ば

された り、一度 に10個 のモルタル球材 を運 ばされた りした子 どももいた。作業が遅い子 ど

もの多 くは蹴 られた り、殴 られた りした。

HRWの 報告書rビ ルマのムス リム教徒 の迫害」によれ ば、イスラム教徒 の抑圧 は強ま り・
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ラキネ州 では強制労働 の利用が増 大 した。 フォー ラム ・アジアによれ ば、新 たな 「モデル

村」の設置 によ り、強制労働 と土地没収への需要が高 まった。 ラキネ州での強制労働 は全

体的 に減 った とす る信頼できる情報 もあるが、運搬その他 の軍役務への需要が高まる中、

主要な郡 区では軍の強制労働 に対す る需要が引き続 き生 じた模様 である。 ラキネ州でのロ

ヒンギヤ人の活動 と移動に対す る規制が強 まったとす る報告 もある(第2節d.を 参照)。

各年に労働 を強制 された国民の数 について、正確 な推計はないが、この慣行 は広がって

い る。政権 はこの慣行を廃止す るため、い くつかの限定的な措置 を講 じてい るが、 これ ら

の措置が、特に軍 による強制労働 の利用を大 き く減少 させ た とは見 られ ない。政権は強制

労働禁止措置 を実施す る委員会 を設置す る とともに、ILOに 対 し、ラングー ンに事務所 を設

置 して、国内全土の各地 を訪れ ることを認 めた。 しか し、この実施委員会は強制労働事件

の判別 も訴追 も行 ってお らず、軍に よる強制労働利用の申立てについて介入する権限を有

す るよ うには見えない。委員会は、強制労働事件の報告、調査お よび訴追のための十分な

メカニズムを発動 していない。

江 子 ども労働 の現状 と最低雇用年齢

法律は子 どもの雇用を13歳 か らと規定 しているが、実際の ところ、この規定は執行 され

ていない。子 ども労働 はます ます 広が り、 目に見える存在 となってい る。働 く子 どもの姿

は都市部で 目につ くが、そのほとん どは零細企業あるいは家族企業で働 いている。農村部

では、子 どもが家族の農業活動に従事 している。 ラングー ン とマ ンダレーの都市インフォ

ーマル ・セ クターで働 く子 ども達は、幼い時か ら働いていることが多い。都市イ ンフォー

マル ・セ クターでは、主 として食 品加工、街頭行商、 ゴミ収集 、軽工業お よび軽食堂 に子

ども労働者の姿が見 られ る。政府の統計によれ ば、都市部の子 どもの6%が 働いているが、

賃金 を支払われているのは子 ども労働者全体の4%に すぎない。家族企業で働 く子 どもも多

い 。

法律は子 どもの奴隷労働を特定的には禁 じていない。奴隷労働 は実践 されていないもの

の、子 どもの強制労働 は発生 している(第6節c.を 参照)。 当局はラングー ンその他の都市

で孤児 とス トリー トチル ドレンを駆 り集 め、軍での役務を強制 した との報告がある。子 ど

も達 はまた、戦闘地域で運搬人 を務めることも強制 されてお り、そこでは殴打その他の虐

待 が伝え られ ている(第6節 £を参照)。

社会福祉省 は孤児 、あるいは、その他何 らかの形で家族 と離れ た少数 の子 ども(お よそ
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3,000人)に 支援 と学校教育を提供 している。

政府 は最悪形態の子 ども労働 に関す るILO条 約182を 批准 していない。

軍事政権 はインフラ整備 、お よび、軍に対す るその他役務提供 に際 し、子 どもを運搬人

として利用 してい る模様 である。 子 どもが道路や灌概施設の建設 あるいは補修にあた るこ

とも多い。家庭 は最 も生産性 の低 い労働者(通 常は子 ども)を 供 出することにより、強制

労働割 当を充足 している との報告 がある。近年では、様々な少数民族地域 の軍隊が、水汲

み、掃除、竹切 りあるいは食糧作物 の栽培な どの支援サー ビスを子 どもに強要す るか、あ

るいは、SPDCに よるかかるサー ビスの提供命令に従 うために、家庭や村が子 どもを利用す

ることを認 めているとの報告が寄せ られている(第5節 お よび第6節c.を 参照)。

e.受 容可能な労働条件

最低賃金規定の対象 とな るのは、政府職員 とわずかな伝統産業の従業員のみである。公

務員の最低 日給は実働6時 間で0.10ド ル(100チ ャ ッ ト)で ある。 この額に加 えて、各種

の補助金 と手当も支給 され る。最低賃金で も、政府高官 に支給 され るそれ より高い賃金で

も、労働者 が家族 に満足な生活 をさせ ることはできない。公 共セ クターでは、低い実質賃

金 が さらに低下 してい ることによ り、腐敗 が広がっている。 民間セ クターでは、都市労働

者 の 日給がおよそ020ド ル(200チ ャ ット)で あるのに対 し、農村部 の農業労働者の賃金

はその約半分である。 一部 の民間セクター労働者の所得はそれ よ りもはるかに高い。向上

の熟練労働者 の目給は約4ド ル(4,80Qチ ャッ ト)で ある。

労働力の余剰 、経 済の低迷、お よび、政権による保護 の欠如 は引き続 き、労働者 の状況

を標準以下に落 としてい る。 労働条件を律す るのは、1964年 の労働者の基本的権利に関す

る法律 と1951年 の工場法であ る。法律上では、公共セ クターの従業員については週5日 の

35時 間労働、民間お よび国営企業の従業員については週6日 の44時 間労働が規定され、残

業には手当が支給 され ることになっている。法律はまた、1週 間あた り24時 間の休息時間

を認 めてお り、労働者には年間21日 の有給休暇がある。 しか し、ほ とんどの労働者 は農村

部で農業に従事 しているた め、実際 にこの ような規定の適用 を受 けられ るのは国内の労働

者 のごく一部である。

保健および安全上 の規制は多 く存在す るが、実際の ところ、政権はこ うした規制を執行

す るために必要な資源 を手 当て していない。労働者は原則的に、危険な状況 を逃れること

ができるが、実際の ところ、そ うすれ ば雇用の確保を期待 できない労働者が多い。
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f人 身売買

女性 と子 どもの人身売買は本年 中、深刻 な問題 となった。地方 の政権職 員が人身売買に・

広 く加担 した との報告がなされている。

法律は人身売買を禁止 してお らず、国外へ の人身売買 と国内での人身売買が ともに報告

されている。誘拐 を禁 じてい る刑法、売春取締法、お よび、子 どもの売買、虐待あるいは

搾取を禁 じる規定 を含 む子 ども法な ど、人身売買を処罰できる法律はある。政権 の話では、

人身売買を行った者 は3年 から14年 の懲役刑 に処せ られている。政権の統計によれ ば、お

よそ90件 の事案について、捜査の結果、懲役刑 が言い渡 されている。1999年 か ら本年6月

まで、ミャンマー国家女性問題委員会およびその他のNGOは 、人身売買の危険 について家

族 を教育す るための村落 レベルでのセ ミナー を1万 回以上開催 した。モン州、シャン州東

部お よびカイー ン州では、rメ コン小地域における女性 と子 どもの人身売買に関す る国連

機 関共同プ ロジェク ト(UN。IAP)」 との協力 によ り、 こうしたセ ミナーが開催 された。本

年中は、政権が2つ の報告書で、内務大臣を議長 とす る新設の 「人身売買防止のための作

業委員会jに よって講 じられた防止、帰国および訴追措置 を大々的に取 り上げた。 このプ

ログラムにはまだ多 くの弱点はあるものの、特 に防止 と訴追の点で、お よび、程度 は低い

ものの帰国に関 しても、政権側 に前進が見 られた。政権の担当者は、人身売買防止 とその

犯人の訴追に全力 を傾 けつづける必要性 を認識 してい る。政権は これ らの点では積極的に

動 いているものの、年 末時点でその実効性 はまだ不透明である。政権ほまた、人身売買事

件 に関するデータを収集 し、国際NGOお よび国内NGOと の協力を拡大 してい るところで

あるとしている。 しか し、政権は本年中、人身売買について、タイ をは じめとす る近 隣諸

国 との協力 を行 っていない。

タイ、な らびに、中国、イ ン ド、バングラデ シュ、台湾、パ キスタン、マ レーシア、シ

ンガポール、 日本お よび中東諸国を含むその他 の国々への性 的搾取、工場労働 および家政

婦 としての使用 を 目的 と した女性 と少女の人身売買は、問題 となってい る。シャン人の女

性 と少女は北部 国境か ら、カ レン人 とモン人の女性 と少女は南部国境か ら売買 されている。

国内では一般的 に、農村 と都市 の貧困集 団から売春地帯(ト ラック輸送路、鉱業地域お よ

び軍事基地)へ の人身売買 と、タイ、中国お よびイ ン ドとの国境沿いでの人身売買の証拠

が見 られた。男性 と少年 もまた、性的搾取 と労働 を目的に外国へ売 られた形跡 があるもの

の、人身売買全体に対す る割合は小 さい と見 られ る。 ほとん どの観測筋は、これ ら被害者
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が年間数千人以上 に上 るとしているが、総数に関す る信頼できる推計 はない。

子 どもの売春 と子 どものポル ノを禁 じる法律 はあるが、その執行 は不十分で ある。 タイ

か らの報告 によれ ば、HIV感 染の広ま りによ り、 「より安全」 と考 えられている若い売春

婦へ の需要が高 ま り、その多 くが ごルマか ら連れて来 られている。国内での人身売買 も問

題化 して きているが、その規模 に関 し信 頼できる統計 はない。政権 は解放 された子 ども売

買被害者 の家族の所在確認支援 と、そのタイか らの帰国援助を開始 している。

政権は近年 になって、人身売買の被害者 で もある女性の出国を減 らすた め、女性がパ ス

ポー トを取得 した り、外国人 と結婚 した りす ることを困難 に している(第1節 £および第2

節d.を 参照)。 また、保護者の付 き添いがない限 り、25歳 未満の女性 の越境 を禁止する規

制 もある。しか し、強制 あるいは勧誘 によって売春 に引き込 まれ る一般市民のほ とん どは、

パ スポー トな しでタイに入国 している。

地方政府職員 の間では腐敗が蔓延 しているが、その中には人身牽買への加担 も含まれ る。

この問題の大きさか ら、売春 と搾 取を 目的 とした国際的 ・国内的人身売買を取 り締まろ う

とす る政権の取 り組みは制約 を受けている。

多 くのNGOは 、人身売買対策のための貧困緩和 と教育のプ ログラムを提供 している。こ

れ らプログラムの成果は さほ ど大 きくない と見 られている。

本年 中、政府 の人身売買への取 り組みはあま り進展 しなかったが、人身売買の規模 と政

府 による活動 の成果に関する基本的な情報 は入手できていない。政府 の広 く根 を張った治

安統制、情報 の自由な流れ の制限、お よび、透明性の欠如吟ため、国内での人身売買活動

の有意義なアセ スメン トを行 うことはできない。例 えば、 ビルマか らの人身売 買が多い こ

とについては、専門家 の意見が一致 しているものの、政府 を含 め、人身売買稼害者 の数を

推計す る能力あるいは意志を持 ち合わせ ている組織 は存在 しない。
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当翻訳は，法務省入国管理局による仮訳であり，正確には原文に当たってください。 
また，今後当仮訳は精査の上，変更されることがあり得ることにご留意ください。

日本語訳は，法務省入国管理局による仮訳である。




